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2007年新春ご挨拶 
社団法人 日本加工食品卸協会   

会 長 國分 勘兵衛   

 

新年明けましておめでとうございます。 

全国各地の会員･賛助会員の皆様におかれましては、つつが

なく新春をお迎えのことと存じ、心よりお喜び申し上げます。 

昨年の我が国の経済は、構造改革の浸透とグローバル化を

追い風にして景気の回復がすすみ、戦後最長と言われた「い

ざなぎ景気」を超える長期的な回復となりましたが、食品業

界にとっては全く実感の得られない景気の拡大であったと思

われます。特に、我々食品流通業界は人口減少、高齢化社会

という顕在化の中で川上、川下の双方からのコスト圧力が一段と強まり、全てのしわ寄せ

が中間流通といわれる我々卸売業にきているという誠に厳しい経営環境の一年であったと

思われます。加えて製・配･販の各層で将来的変化を先取りしたような大きな取り組みが

行われ、構造的変化の大きなうねりを感じる一年でもありました。 

その中で弊協会の事業活動といたしましては、新組織体制の本格的稼動の年度として、

政策委員会を中心に、理事･支部役員企業の皆様のご尽力や賛助会員の皆様の暖かいご協

力やご支援により、いろいろな分野で精力的に課題に取り組んでいただきました。 

特に、業界の経営環境改善をテーマに新たに協会の内部組織として「食品取引改善協議

会」と「新価格体系再構築委員会」を立ち上げて、「価格制度の再構築への提言」をまと

め、これをもとに賛助会員幹事店の皆様と率直な話し合いを進めていただきました。その

内容としては「機能とコストを反映した新たな価格形成」を求め取引環境を全面的に検証

していくものであります。本年は更にこの活動を中心として卸の機能、卸の存在価値を明

確に主張し存立基盤の強化に努めてまいります。また、これからの数年間を洞察いたしま

すと流通関連の規制や制度の改革が目白押しに計画されております。これらの変化も十分

見据えて業界としての適応性を高めるべく、積極的に活動して参りますので節目となる創

立３０周年の本年も変わらずにご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせ

ていただきます。 
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上半期の事業活動として「価格制度の再構築への提言」等を報告 

 

 

 

 

－11月８日－ 

 平成１８年１１月８日（水）ルビーホールにおいて午前１０時３０分より正・副会長会議が開催さ

れ、引き続き１１時３０分より理事会が開催された。 

今回の理事会は、上半期の事業活動報告が中心であったが、特にその中で経営環境改善をテー

マとして、新たに立ち上げた「食品取引改善協議会」と「新価格体系再構築委員会」の主旨、

経過及び「提言」内容について重点的に審議された理事会となった。その内容について議事録

より次の如く抜粋にて掲載する。 

 

出欠状況  理事総数 ２６名中 出席理事 ２０名 委任状 ６名 計２６名 

      監事総数  ３名中 出席監事 ２３名  計２３名 

 

議  案  第１号議案 平成１８年度上半期事業活動報告及び下半期事業活動の件 

            （含む上半期収支決算報告並びに監査報告） 

            ｢食品取引改善協議会」の設置について 

第２号議案  平成１９年度収支暫定予算策定の件 

            （暫定予算のため書面による採決平成１９年１月予定） 

第３号議案  その他。 

      次回開催予定平成１９年４月１９日（木） 

 

議事内容 

事務局奥山専務理事の司会により開会進行。 

冒頭國分勘兵衛会長より次の如く開会の挨拶があった。 

 

國分会長挨拶 

本日はご多忙の中をまた遠方からも、ご参集頂き誠に有難うございます。 

新しい体制になって、初めての理事会でありますので、よろしくお願い申し上げます。 

とりわけ、農林水産省からは公務ご多用の中を総合食料局流通課の布田商業調整官様始め当

業界ご担当していただいております平野係長様のご来臨を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げま

す。 

日頃から皆様方には、各地におきまして当協会の活動またご担当の業務につきまして、お世

話になっております事を重ねて厚く御礼申し上げる次第であります。 

さて、本年度の上半期の状況でございますが、小泉改革のもとで日本の景気も回復をしてお

り、そして戦後最長のイザナギ景気を超えるという勢いでございます。これは日本全体という

ことでありまして、われわれの業界はなかなかその恩恵に浴していないのが現実であろうと思

理  事  会 
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います。依然として厳しい状況が続いておりますと同時に、今後ますます厳しい状況が出てく

るものと予想されまして、難しいところでございます。 

われわれを取巻く環境は、ご承知の通り予想を超えて非常に速くまた激しく変化をしている

のが現実であります。景気回復により人件費並びに物流費も上昇してきており、さらに今後、

金利の上昇も見込まれる状況であります。 

また、開発途上国の生活水準も上がってきて、国際的に資源、エネルギー、原料等がコスト

アップ要因となってきております。このため、メーカー各社の製造コストの上昇を招いている

状況にあります。したがいまして、取引条件の改定ということが現在云われているところであ

ります。 

しかしながら、依然として需給のアンバランスがあり、大手小売業のシェア争い、また同時

に生存競争というようなことがあり、それに巻き込まれて、取引条件の改定ということが、な

かなか小売の方に転嫁できないというのが、現状でございます。すべてのシワ寄せというもの

が、われわれの中間流通といわれる卸にきているのが現実ではないかと思っております。 

その中で、当協会の各事業活動は、新組織体制の本格的稼動の年度として、政策委員会を中

心といたしまして、いろいろと精力的に取り組んで頂いております。特に、後ほど出てまいり

ます「食品取引改善協議会」を設置いたしまして、その下部組織として「新価格体系再構築委

員会」も同時に設置し、実務の活動を進めているところであります。 

これからこの活動を重視して、卸の機能、卸の存在価値というものを、明確に主張していき

たいと考えておりますので、ひとつ、皆様方のご協力をお願いするところであります。 

各委員会で進めております事業につきましては、流通における標準化、合理化を進めてまい

りますけれども、コストダウンになるということであれば、物流あるいは情報、その他皆で協

力してまいりたい。協力、協調するときは力を合わせていくことが、今後これまで以上に必要

になってくるのではないかと思っております。そういう意味で新しい体制になっております

が、皆様方の忌憚のないご意見を頂ければ幸いでございます。 

当協会は昭和５２年５月に設立されまして、今年満２９年、３０年目に入ってくるところであ

り、平成５年８月から農林水産省所管の社団法人になっております。この理事会をルビーホー

ルで開催しており、３０年の歴史となります。 

また、ご承知のように公益法人改革が叫ばれ、政府の動きの中に入ってきておりますが、わ

れわれの団体も公益法人であり、これからどのような方向で進むかの検討を要するところであ

ります。皆様方のお知恵をぜひ頂きたいと思っております。それでは、これより上半期にやっ

てまいりました事業につきまして、ご報告をさせて頂きます。ぜひよろしくお聞き届けの上、

ご意見をお寄せ頂ければと思いますので、よろしくお願い致します。 

簡単でございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。 

 

会長挨拶のあと、事務局より来賓の紹介を行った。 

来賓 農林水産省総合食料局流通課 商業調整官 布田  悟 殿 

                 係長    平野 靖幸 殿 

 

そして来賓を代表して布田商業調整官は次の如く挨拶された。 
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布田商業調整官ご挨拶 

農水省流通課の布田です。本日は、理事会にお招きいただき、誠にありがとうございます。

皆様には、平素より食品流通行政の推進に、ご理解とご協力を賜っていることにつきまして、

厚く御礼を申し上げます。 

また、皆様方は、日頃から、加工食品を効率的に、かつ、安定的に供給するという重要な役

割を果たしておられるところであり、特に、道路交通法改正に伴う物流効率化を目的として、

この７月に設立されました、「食料品都市内物流円滑化推進協議会」の設立・運営に当たりま

しては、國分会長に会長をお引き受けいただくなど、貴協会には、多大なご協力と、ご支援を

いただいているところであり、深く敬意を表する次第であります。 

さて、折角の機会でございますので、最近の出来事などについて、３点ほど申し上げ、皆様

方のご理解・ご協力を賜りたいと思います。 

１点目は、食料供給コスト縮減についてです。 

去る４月に開催された「食料・農業・農村政策推進本部」において、農政の重要施策とし

て、「２１世紀新農政推進２００６」が決定され、その中の一つとして、食料供給コストを５年で

２割縮減という目標の下に、その取組を強力に推進するとされたところです。この食料供給コ

スト縮減については、第三者委員で構成する「第１回検証委員会」を６月に立ち上げ、以来、

４回に及ぶ検討が重ねられ、この９月にアクションプランとして策定・公表されました。 

今後は、このアクションプランに基づき、生産・流通両面において、コスト縮減に向け、具

体的な取組を推進することとしたところであり、特に、流通段階における取組としては、「卸

売市場の再編・合理化」、「通い容器の普及」、「電子タグの導入などＩＴ技術の活用」等々

が主な柱となっております。なお、当面は、生鮮段階の供給コストに関して検証していくこと

とされているところであります。 

２点目は、北朝鮮からの輸入禁止関係についてです。 

北朝鮮の核実験実施声明に対する制裁措置の一環として、１０月１３日の閣議決定に基づき、

ズワイガニ、ウニ、まつたけ等の農林水産物をはじめ、北朝鮮からの全ての品目について輸入

禁止措置がとられたところです。 

農水省としては、この措置の実効性を担保し、かつ、第三国からの迂回輸入を防止するた

め、１０月１６日に、貴協会をはじめとする関係団体に対して、「北朝鮮産と疑われる農水産物

を取り扱わないよう、また、原産地の確認の徹底」、などを内容とする協力要請を行ったとこ

ろであります。（会報参照） 

３点目は、取引の適正化についてです。 

貴協会におかれましては、協会内に「公正取引問題対応ワーキング」を設置されるなど、適

切に対応されているところでありますが、公正取引委員会は、１０月１３日、独占禁止法第１９条

に規定する違反があったとして、岐阜県にある、大規模小売業者の株式会社バローに対し、同

法に基づく排除措置命令を行ったところです。 

このため、農水省としては、１１月２日に、大規模小売業者団体に対し、「ガイドライン及

び関係告示」の一層の周知・徹底を図るよう要請する一方、貴協会はじめとする、納入業者団

体には、独禁法に違反すると思われる取引があるような場合には、公正取引委員会の相談窓口

をご利用いただくよう周知したところであります。 

以上、３点申し上げましたが、引き続き、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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終わりになりますが、日本加工食品卸協会の益々のご発展と、会員企業の商売繁盛と、本日ご

参集の皆様方のご健勝を心から祈念申し上げまして、簡単ですが、挨拶といたします。 

 

事務局はそのあと出欠状況を報告し、定足数を確認した。そして定款第２７条により会長が

議長席に就く事を告げた。 

会長は議長席につき、まず出席の理事の中から議事録署名人として上田弘理事と大野志郎理

事を指名し、拍手をもって承認を得て議事に入った。 

 

第１号議案  平成１８度上半期事業活動報告及び下半期事業活動に関する件。 

       （含む上半期収支決算報告並びに監査報告） 

 議長からの指示を受け事務局は、各資料に基づき、概略次の如く報告を行った。 

① 会員動向（入・退会リスト資料参照） 

② 日食協ホームページ掲載情報（関連省庁・団体からの情報） 

③ 農林水産省に対する要望書（税制改正等に関する取扱いについて） 

④ 食料品都市内物流円滑化推進協議会の設立 

⑤ 各支部総会開催 

 

事業活動報告 

⑥ 食品取引改善協議会の設立 

⑦ 新価格体系再構築委員会の活動 

中島政策委員長より 

・食品取引改善協議会の立ち上げ、新価格体再構築委員会の活動状況 

・価格制度の再構築への提言（案） 

  についての主旨説明と報告が次のようになされた。 

８月３０日に開催致しました本年度第３回の政策委員会に於きまして、食品流通業界の経

営環境の現状について意見交換を行いました。その内容といたしましては、今まで食品流

通業界の根幹をなしてきた価格制度や取引制度が流通構造の大きな変革の中から形骸化

し、加えて昨今の原料や資材の高騰からメーカー側の販促費の抑制、また小売業からは店

舗間、業態間競争の激化にともない、納入価格の下落とわれわれ卸に対するコスト圧力と

いうものが急速に強まっておりま

す。また小売業の専用センターが流

通の主流になっております現状の中

で、センターフィのコスト負担の拡

大が卸売業界の収益構造を大きく圧

迫していることを確認致しました。 

従いまして、政策委員会と致しま

してこれらの問題を改善する業界環

境を醸成するために、新たに日食協

の内部組織と致しまして「食品取引

改善協議会」を立ち上げることとし 理事会会場 
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ました。さらに下部組織としてメーカー企業各位と実務的な話合いを行うという「新価格

体系再構築委員会」を同時に設置いたしました。これらは政策委員会の中で行ってもいい

活動でございますが、あえて別看板を掲げまして業界全体の喫緊の課題として取組むこと

としました。 

食品取引改善協議会は政策委員が兼務し、新価格体系再構築委員会は執行運営委員が兼

務しております。具体的作業といたしましては新流通における機能とコストを反映した新

たな価格形成を考え、再度秩序ある流通基盤を確立することを目的に、「価格制度の再構

築への提言」をまとめることといたしました。 

別紙に要約してありますが、換言いたしますと、実勢価格と建値との乖離の是正、セン

ターフィの負担設定にどう対応すべきかに尽きております。 

既に、メーカー企業各位を交えた新価格体系再構築委員会を１０月２４日に開催し、来月第

２回目の開催を予定しております。メーカー各企業のセンターフィに関する具体的対応方

針につきまして、また卸売業に対する提言について話合い、検討を進めてまいります。 

いずれにいたしましても、これらの活動につきましては卸売業界の強い結束力と取引基

本姿勢の確立が前提になっておりますので、ここにご出席の理事の皆様方の強いリーダー

シップを切にお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。 

⑧ 賛助会員関連 

第２回賛助会員幹事店会(５月１０日)を開催、「大規模小売業告示」施行後の公正取引推

進に向けての意見交換を図る。 

⑨ 食育に関するワーキンググループ 

食育基本計画にもとづき、中間流通業としての食育ハンドブックの作成に向け検討中。 

⑩ 消費税問題対応ワーキンググループ 

税率構造に関する勉強会を実施、また小売業で消費税が総額表示になった以降、小売業

との取引が外税方式と内税方式とに混在しているので、今後、この取引実態について調査

すべく検討中。 

⑪ 公正取引問題対応ワーキンググループ 

食品流通産業における取引慣行の実態調査(９月)の実施。 

・大規模小売業告示の対象企業に対する禁止行為の実態調査 

・      〃      の専用センター設置の有無について実態調査 

今後、詳細に集計分析し、見解を取りまとめ報告書として作成。 

⑫ 環境問題対応ワーキンググループ 

・業界としての「改正省エネ法」ガイドライン運用ルールをまとめ中。 

・「改正省エネ法」に対する作業の効率化を目指した、運送事業者向け基幹業務管理シス

テム、荷主向けのサプライチェーン環境管理システムの活用による業界共通の標準化、

システム化を図る。 

⑬ ＥＤＩワーキンググループ 

・２００７年３月スタートのＧＴＩＮに対応した日食協フォーマットにつき、変更後の日食協

フォーマットを日食協ホームページに掲載（11月末）予定。 

・販促金ＥＤＩシステム普及推進に向けて、メーカー各位と協議中。 
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⑭ 情報システム研究会 

情報システム研修会の開催（１０月２５日）１５０名の参加者を得て、「ＧＴＩＮ」への対応実

務・｢次世代標準ＥＤＩメッセージの検討と共同実証」について、製・配・販の各実務責任者

を講師に研修会を実施。 

⑮ 物流問題研究会 

・改正省エネ法の各社の対応状況、改正道路交通法の影響等についての情報交換 

・卸店・メーカー間用統一伝票の活用について、業界の共通フォーマットとしての運用に

よるインフラの推進を図る（会報参照）。 

⑯ 商品開発研究会 

残留農薬のポジティブリスト制度に関する研修会、みかん缶詰に関する情報交換会実

施、加工食品の改正品質表示基準についての研修会実施。 

⑰法務研究会 

個人情報保護法に関する各社の対応、動産債権譲渡の特例法の勉強会実施。 

⑱ 労務研究会 

長時間労働と健康管理、各社の安全衛生委員会の取組み課題、各社の評価制度について

の情報交換。 

⑲ ネットワーク検討会 

卸・賛助会員間で発生する課題に対処するルールと両者の窓口の確認。 

⑳ 平成１８年度上半期収支報告 

○収入については、今期、会費の増額改定を実施、財政基盤の安定化がはかられた。但

し、退会会員、事業所統合による会員会費の減少があり、正会員の新規加入があるもの

の、会費額の改正を見込んだ予算を若干下回る見込み。 

 尚、事業収入として情報システム研修会収入を見込むも、会費の増額改定と参加企業の

増加を見込み、参加費を無料とした。 

○支出については、事業費、管理費ともに予定通り推移中、調査研究費については未消化

見込み、教育研修事業費は未消化金額あるも、今後支部研修会の開催に伴い消化見込

み。 

○次期繰越収支差額については、予算額に上乗せして繰越見込み 

 (収入合計５３,６４５,７９４円、前期繰越１２,８８１,０９８円，支出合計２９,６６４,６９１円、下半期

繰越２３,９８１,１０３円）(資料参照)。 

○この会計報告は、公益法人会計基準の改正に伴い、新会計ソフトを導入し今期から運用

してまとめたものである。尚、会計基準の改正内容として、キャッシュフロー計算書の

作成が義務付けされましたが、弊協会の規模として該当しないので当該資料は作成いた

しておりません。 

 

議長はここで監査報告を牧明夫監事に求めた。 

牧監事は去る平成１８年１０月１６日３人の監事にて行った監査結果を、別添資料の如く報告した。 

議長はここで第１号議案についての質疑を求めたが、なかったので承認を求めた所、拍手で

承認された。 
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第２号議案  平成１９年度収支暫定予算策定の件 

 

議長は本件内容を事務局に求めた。事務局は平成１９年度開始日より、定時総会において予

算が確定するまでの間の収支について、暫定予算を策定することになっているが、理事会の議

決を必要とする所から平成１９年１月にこの為の臨時の理事会を開催する。但し、案の具体的

内容について事前に書面にて案内し、意見と賛否についての回示を求め、当日の理事会におい

て可決する方式とする。 

また併せて執行運営委員会を開催し、出席できる在京の理事、または出席する委員に委任

し、代理出席とする事も可とする。旨を説明した。 

議長はこれについて「前年度の例に倣った方式であるが」と断り、承認を求めたが、異議な

く承認された。 

 

第３号議案  その他 

議長は出席者からの問題提起を募ったが無かったので、事務局に有無を訊ねた。 

事務局は連絡事項として 

 ①平成１９年４月１９日開催予定の理事会 

 ②平成１９年５月２４日開催予定の理事会・総会の確認 

をお願いした。 

議長は本日の議事はすべて終了致しました。いろいろとご協力いただきまして有難うござい

ました。これで理事会を閉会致します。と結んで閉会の挨拶とした。１３時１０分であった。 

以 上 

 



－ 10 － 

価格制度の再構築への提言（案） 

 

 

                        社団法人 日本加工食品卸協会 

                              食品取引改善協議会 

                            新価格体系再構築委員会 

 

 

流通チャネル構築の中心である取引制度は、市場環境の変革のなか、新たな価格形成

を考慮した価格制度の再構築が急務であり、取引の効率化と需要の創造の仕組みを含んだ

ものに取り組む必要がある。その改善方向の検討課題を提言申し上げたい。 

 

《卸売業の視点》 

 

１．小売業の競合・競争による単価下落傾向にあるなか、建値制度に基づく卸売業の売買 

差益（マージン）以上に流通経費（コスト）を負担している。 

 

２．建値制度は、商品本体価格と配送費を含む売買差益による店舗着の取引価格を設定し 

ているが、物流の取引形態の構造的変革により、卸売業に於ける小売業への配送費等 

（センターフィ含む）の負担も限界を超えている。 

 

３．取引形態が小売業の専用物流センター経由に主流化するなか、メーカー及び卸売業の 

機能分担を明確化し、価格制度の一環としてリベート体系ないし機能対価として「セ

ンターフィ負担（補填及び補完を含め）項目」を設定して頂きたい。 

 

４．卸売業の機能評価は、メーカーと卸との取引コスト削減機能を評価するだけでなく、 

リテールサポート（小売購買代理）及びセールスエージェント（メーカー販売代理）

機能に対する卸売業本質を機能評価の基準として頂きたい。 

 

５．オープン価格制度のコスト･オン意識は定着していない。 

現状の環境においては、業界全体（製･配・販三層）に於いて「コスト・オン」の意

識と理解は未だ定着していないため検討と論議を求めたい。 

 

 

理 事 会 資 料 
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《背景》 

当協会は、新しい流通時代に適合した新価格体系の構築を目指して、昭和61年に「定率に

加え定額の導入」を基本骨子とした提言をまとめ、メーカー各社に実施協力をお願いしま

した。それ以降、厳しい茨の道を辿りながらも、抜本的対応策として新製品の発売時や価

格変更時またはリベートの変更時などの機会を通じ具体的に導入実施され、メーカーと卸

業界との関係においては商売の成り立つマージンの確保ができる地位を築き、食品業界の

大きな財産としてきました。 

 しかしながら今日的には流通構造の変化から製・販・配の機能分担が大きく変化し、今

までの制度や政策が有名無実化してきております。加えて市場の競争激化に伴う消耗戦も

激しく、卸売業界の経営効率化の追及も限界に近づき、単価下落に伴う収益力が低下し卸

売業の経営基盤が揺らいでいる状況にあると認識されます。 

 このような環境の中で卸売業の使命は、常に変化に対応する体質と体力を培い、求めら

れる機能の構築が必須ではありますが、現状の機能と対価の関係はあまりにも今日の流通

事情にそぐわないものになっております。したがって製・販が共通の課題認識の下、新流

通における機能とコストを反映した新たな価格形成を考え、再度、秩序ある流通基盤を確

立することが急務となっております。 

 価格制度の再構築を図るため、ここに方向性の提言を申し上げますのでご協力を賜りた

いと存じます。当然の事ながら我々卸売業自身、あらためて今後の構造変革を乗り切るた

めの地位の確立と強固な共通基盤の整備、競争と協調のバランスから市場の安定化に向け

て取り組むことはいうまでもないことであります。 

 

尚、現状認識、卸売業の機能経費項目、新価格体系構築への改善方向等の詳細について

は、 

別紙資料「新価格体系再構築のお願い」（案）をご参照願います。 

 

 以上、食品卸業界の現状をご賢察賜り、ご協力を下さいますようよろしくお願い申し上

げます。 
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新価格体系再構築に関するお願い（案） 

 

１．主旨 

 近来、食品流通業界を取り巻く経営環境は、少子高齢化時代の到来、国際化や規制緩和

の進展、販売先環境の変化、卸売業に期待する機能の高度化、エネルギーなどの経営コス

トの上昇など目覚しく変化してきている。また、これ等の流通環境の変化は既存のバラン

スを破壊し、業界に大きな転換期をもたらしている。特に、製・配共有の価値観で構築し

てきた「定率に加え定額導入」という建値制度の新価格体系は実勢価格との大幅な乖離に

より崩壊的状況にあるものと思料されます。したがって、こうした変化に対応して新たな

価格形成を考慮した価格制度の再構築が急務であり、ここにその改善方向を提言申し上げ

ます。 

 

 

２．現状認識 

 食品流通業界は少子高齢化社会の現出化により、市場規模の縮小と供給過多から厳しい

経営環境が続いている。その構造的変化に対応するため機能分担も変化し取引形態が多様

化してきている。 

 

（１）流通構造と機能分担の変化 

・小売業の上位集中化と合従連衡によるバイイングパワーの増大 

・小売業の専用センターの増加とメーカーとの直接取引きの推進傾向 

・卸売業の淘汰再編による上位集中化の進展 

・卸売業のフルライン化の推進 

・中間流通における営業・物流機能の分化 

・高度情報システム化による協働マーケティングの仕組みの推進 

 

 

（２）卸売業の取引実態と課題 

・フルライン取引の進展と一括物流システムの構築 

・高精度な多頻度小口配送の恒常化とリードタイムの一層の短縮化 

・小売業の専用センター化に伴うセンターフィ負担の増加 

・流通販促費の増加と店頭価格の低下による収益力の悪化 

・業務改革とＩＴ化への積極的取り組み 

・食品を取り扱う小売業態の多様化と広域化への対応 
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（３）卸売業の機能経費項目 

 

 

 川下に対するリテールサポート機能 

 

            

 

川上に対するセールスエージェント機能 

 

①ロジスティクス機能 

     

    ・センター構築開発機能 

    ・マテハン機器開発機能 

    ・欠品防止機能 

    ・流通加工機能 

    ・ジャストインタイム機能 

    ・業態別物流システム機能 

    ・鮮度管理機能 

 

・配荷機能 

・集荷機能 

・保管機能 

・荷役機能 

･流通加工機能 

･鮮度度管理機能  

 

②マーチャンダイジング機能 

 

    ・販売促進支援機能 

    ・カテゴリーマネジメント機能 

    ・市場分析情報提供機能 

    ・オリジナル商品開発機能 

    ・商品フルライン化機能 

    ・商材調達機能 

 

    

  ・販売機能 

 ・販売促進支援機能  

 ・商品需給調整機能 

 ・販売情報交換機能 

 ・商品開発支援機能 

  ・商品選択育成機能  

  ・価格設定機能 

                ③フｱイナンス機能 

    ・金融・与信機能   ・金融・与信機能 

④トータル・マネジメント機能 

 

     ・ＥＤＩ化推進・開発機能 

     ・情報共有化・活用機能 

     ・店舗支援指導機能 

       ・店舗開発 

        ・店舗活性化 

       ・経営診断 

        ・人材育成 

        ・税務・会計代行 

 

   ・ＥＤＩ化推進・開発機能 

・情報共有化・活用機能 

・販売網の提供・育成機能 
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３．メーカーに要請する新価格体系再構築への改善方向 

 （１）「建値制度」に於いて卸が要望する基本的改善の方向 

    卸売業の諸機能の中で定量的測定が可能であり、普遍妥当と理解されるロジステ 

    イクス機能部分は定額の導入を図っていただき、その額は卸売業の実態コスト分 

    析結果に準じた額としていただきたい。その他の諸機能については定額にプラス 

    して定率に含めて改善を図っていただきたい。その他の機能とは前述の通り「川 

    下に対するリテールサポート機能」「川上に対するセールスエージェント機能」で 

    あります。 

 

   ＊「建値制度」における改善方向の具体的内容 

①リベート制度の改善 

・リベートを建値価格に組み入れた「生産者価格」の改訂、あるいは物流・決済・ 

 発注等の「購買割引（取引コスト削減）リベート」とともに「卸売業のリテー 

 ルサポート及びセールスエージェント機能」を評価した機能リべート制度の導 

 入を願いたい。また、リベーﾄ類は、合理性と透明性により卸売業が業務の効率 

 化を進め採算管理しやすい体系・内容に願いたい。 

②メーカーの商品政策の改善 

・著しい供給過剰は取引の安定を阻害するため、的確な需給見通しに基づく適

正な生産によって「量から質への転換」を図り、市場価格の水準維持を図って

いただきたい。また直取引の商品の限定と直取引の条件ルールの明確化を願い

たい。 

③特約店制度の改善 

・特約店機能を評価する制度の整備に伴い、特約資格・条件、店格等の見直し 

 を行い、その機能分担に対する合理的な報奨制度の勘案を願いたい。 

    ④競合商品のシェア争いの自粛要請 

     ・特約店頭越し販促金支払制度の見直し、またメーカー側の市場安定責任（価 

      格政策）の明確化の認識。 

    ⑤「物流センターフィ」の認知・認識 

     ・取引の主流が小売業の物流センター経由である実情を認識するとともに取引 

      条件における機能を分担する「センターフィの補填ないし補完」する制度を 

      項目として構築願いたい。 

 

  （２）「新取引制度」「オープンプライス制度」のあり方について 

     自らのコスト（流通経費）と利益を考えコスト・オン（マークアップ）し、販 

     売価格を形成するオープン価格制の理解と認識を進めたい。 

     尚、ここでいう「新取引制度」「オープンプライス制度」は前提として特約店制 
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     度の維持、少なくとも卸店を経由とした取引制度であります。 

①合理的な生産者価格の形成 

・リベート・販促費等を即引した合理的な「ネット仕切価格」の設定を願いたい。 

 商品本体と機能分担を明確にした内容で。  

②基本取引条件の明確化 

・メーカーの提供する流通基準における取引条件の明確化を要請する。 

③卸機能に対する正当な評価制度の導入 

・取引内容を簡素化し、卸に対する機能評価制度の体系及び内容を明確にして開 

 示するとともに、機能評価の対価においては簡素化と早期支払いにより、卸売 

 業が効率的に業務を進めまた採算管理がしやすい内容に願いたい。 

・卸売業の機能評価の内容については、メーカーとの発注・物流・決済等の購買 

 割引（取引コスト削減）機能の評価だけではなく、卸売業のリテールサポート 

 あるいはセールスエージェント機能に対する期待機能評価（センターフィの補 

 填ないし補完を含センターフィする内容の導入を願いたい。 

④卸売業の取引先への販売価格の形成 

・卸売業の販売価格の形成は、多様な要請に応え得る合理的且つ妥当なものであ 

 る事が必要である。採算管理に基づき、商品毎の仕入原価と倉庫別の流通経費 

 等を算出し、コスト（流通経費等）と利益を考えコスト・オン（マークアップ） 

 ができる環境づくりのインフラ整備に協力と理解を願いたい。 

⑤店頭価格水準の適正化の推進 

    ・製・配・販三層で情報の共有化を促進し、効果的な協働マーケティングを展開 

     して、市場対応に効果的な取り組みを行って店頭価格水準を適正化する。 

 

４．新価格体系再構築における卸売業自身が取り組む課題 

①小売業との基本取引条件をもっと明確にする。 

②価格形成でコスト・オン（マークアップ）ができる企業体質に変革する。 

・採算管理に基づき、商品毎の仕入原価算出や倉庫別の流通経費等を算出 

      する会計システムを構築する。 

 

５．新価格体系再構築における小売業への取り組み要請 

①大規模小売業告示に伴うセンターフィの運用基準の徹底と遵守。 

②センターフィの料率算出根拠の開示を求め続けたい。 

③取引価格は店舗着価格からセンター着価格への移行認識。 

      

上記の提言について卸売業の現況をご賢察を賜り、よろしくお願い申し上げます。 

                                     以 上
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会員・事業所会員・賛助会員動向表 

社団法人 日本加工食品卸協会 

 会 員 事業所会員 賛助会員 団体賛助会員 計 

Ｈ１８．３．３１現在   １７1   １５２   １１９     ３  ４４５ 

新規加入     ６    １１     ２    １９ 

退会     ７     ３     １０ 

Ｈ１８．９．３０現在   １７０   １６０   １２１     ３  ４５４ 

   

支部別会員及び事業所会員内訳 

              平成１８年９月３０日現在 

支部 県 会員 事・会員 支部 県 会員 事・会員 

北海道 北海道  １７   １６ 近畿 京都 ―   ４ 

（計） (１７) （１６） 大阪  １２  １１ 

東北 青森   １ ― 奈良   ２ ― 

秋田   １ ― 和歌山 ― ― 

岩手   １   １ 滋賀 ― ― 

山形   １ ― 兵庫   ５   ４ 

宮城   ３  １０ （計） （１９）  （１９） 

福島   ４ ― 中国 鳥取 ― ― 

（計） (１１) （１１） 島根   １   １ 

関東 東京  ３６  １４ 岡山   ３   ３ 

神奈川   １   ７ 広島   ４   １０ 

千葉   ２   ４ 山口   ３   １ 

埼玉   ４   ３ （計） （１１）  （１５） 

栃木   ３   １ 四国 香川   １   ６ 

群馬   ２   ２ 徳島   １   １ 

茨城   ３   ２ 愛媛  ―   １ 

長野   ２   ７ 高知   １   １ 

山梨   ２   １ （計）  （３）  （９） 

静岡   ３   ５ 九州 

沖縄 

福岡   ６  １５ 

新潟   ２   １ 佐賀   ３ ― 

（計） (６０) （４７） 大分   ３ ― 

東海 愛知   ８  １２ 長崎   ３   ２ 

三重   １   ２ 熊本   ２   １ 

岐阜   ２ ― 宮崎   ４   １ 

（計） (１１） （１４） 鹿児島   ４   １ 

北陸 石川   ４   ６ 沖縄   ６   １ 

富山   １   ２ （計） （３１）  （２１） 

福井   ２ ―  

  合 

 

計 

   

１７０   

 

１６０ （計）  （７）  （８） 
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入会会員(平成１８年４月～平成１８年９月) 

届出月日 支 部 所在地 社 名 備 考 

１８．５ 中国 島根 山陰国分㈱ 新規加入 

〃 〃 岡山 東中国国分㈱ 〃 

〃 近畿 兵庫 兵庫国分㈱ 〃 

〃 北陸 福井 北陸国分㈱ 〃 

〃 中国 広島 サンリック国分㈱ 〃 

１８．６ 九州・沖縄 沖縄 ㈱許田商会 〃 

 

入会事業所会員(平成１８年４月～平成１８年９月) 

届出月日 支 部 所在地 社名 備 考 

１８．４ 四国 香川 明治屋商事㈱高松支店 登 録 

〃 北陸 石川 ㈱サンヨー堂金沢営業所 〃 

〃 四国 香川 ㈱サンヨー堂高松営業所 〃 

〃 北海道 北海道 西野商事㈱札幌支店 〃 

〃 東北 宮城 西野商事㈱仙台支店 〃 

〃 東海 愛知 西野商事㈱名古屋支店 〃 

〃 九州 福岡 西野商事㈱福岡支店 〃 

１８．５ 九州 福岡 旭食品㈱福岡支店 〃 

〃 近畿 大阪 旭食品㈱近畿支社 〃 

〃 関東 神奈川 旭食品㈱東京支社 〃 

〃 中国 広島 旭食品㈱中国支社 〃 

 

入会賛助会員(平成１８年４月～平成１８年９月) 

届出月日 所在地 社 名 備 考 

１８．４ 大阪 常盤薬品工業㈱ 新規加入 

１８．５ 東京 ㈱ファイネット 〃 

 

退会会員(平成１８年４月～平成１８年９月) 

届出月日 支 部 所在地 社 名 備 考 

１８．４ 北陸 石川 ㈱マルシン 都合による 

１８．６ 〃 〃 北新商事㈱ 〃 

〃 北海道 函館 北洋塩業㈱ 〃 

〃 関東 山梨 中部食品㈱ 〃 

〃 近畿 大阪 ㈱山星屋 〃 

１８．７ 〃 兵庫 石光商事㈱ 〃 

１８．９ 東海 愛知 佐竹商事㈱ 統 合 

 

退会事業所会員(平成１８年４月～平成１８年９月) 

届出月日 支 部 所在地 社 名 備 考 

１８．４ 関東 茨城 西野商事㈱茨城支店 都合による 

〃 〃 東京 西野商事㈱首都圏営業部 〃 

〃 〃 神奈川 西野商事㈱神奈川支店 〃 
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           －１０月２７日 東北支部経営実務研修会－ 

－講師 （財）流通経済研究所 理事長 

                   (社) 日本ボランタリーチェーン協会会長 

                    東京経済大学名誉教授 

宮下 正房 氏 

 

１．日本型食品流通システムの特質と課題 

わたしは非常に大雑把に特約店制度、建値制

度・リベート制度そして今日お集まりのメーカ

ーさんと卸との共存共栄システム（これを日本

型サプライチェーンという）この三つが日本型

食品流通システムの伝統的特質である。 

 

(1) 日本型食品流通システムの伝統的特質  

 

 

 

 

 

 

 

日本型食品流通システムは、メーカーと卸売業とのパートナーシップによる日本型サプライ

チェーンを基本的特質としており、メーカーによるブランド政策、チャネル政策、価格政策・

リベート政策などのメーカー政策がセットになって根強く今日まで存続してきた。この特質が

そう簡単にディスカウントストアに崩壊させられることなくきた。そこに卸の生き残こりの基

盤があった。 

しかし、それは消費者から見ていいのかどうか 

日本的流通システムは基本的には、川上・川中志向であった。 

(2) 日本型流通システムの課題 

・日本型流通システムは基本的に川上志向、川中志向の性格が強かった。 

・日本型流通システムは一般的には閉鎖的・一元的で非競争的な性格が強かった。 

・日本型流通システムは一般的には多段階型商物一体的システムで非効率・高コスト型流

通システムの性格が強かった。 

特約店制度、代理店制度というのは、ある意味では閉鎖的です。この地区は、どこどこ

の卸、この一次問屋にしか卸さない。あるいは小売店には直接売らない。 

講 演 録 

市場構造変革期に於ける食品流通の改革と戦略方向 
 

講師 宮下正房氏 
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そして、多段階型の商物一体システムの非効率・高コスト型流通システムであった。 

消費者志向型流通への進化が求められた。 

この日本型流通システムの三つの性格は消費者利益からみて、いいのかどうか。いろい

ろと問題が投げかけられた。 

今日、流通新聞をご覧になった方がいらっしゃると思いますが、ウォルマートのＣＯ

が、アメリカでインタビューを受けている記事が出ていましたが、もうひとつ日本ではウ

ォルマートと西友との関係が、この強力なパートナーによる西友の経営改善が進んでいな

い。一部にはウォルマートも、ドイツと同じように撤退ではないかと、いう噂が流れてい

る。 

それに対して、インタビューを受けたＣＯは、日本は高コスト型流通システムなんだ。

だからわれわれのＥＬＤＰシステム、これに変えればいいのだ。変えれば日本で成功する。

これから西友と一体となって、ウォルマートは日本型流通システムを変えて、ウォルマー

ト流のＥＬＤＰの戦略をやって、どんどん勢力を伸ばすと、はっきり言っている。すごいで

すね、日本型食品流通システムを変えちゃうと。 

ドイツと中国は失敗して撤退した。その例で日本も撤退か、いや日本はまだまだやり方

があるのだ、というのは日本型流通を指しているわけです。 

いずれにしましても食品流通業界全体的にメーカーも含めて、いかに消費者利益を保証

する流通システムを作っていくか、流通の進化と言う言葉がありますが、流通が進化した

かは、日本の消費者がどれだけ利益を得たか、メーカーも卸も小売業も日本の消費者にど

れだけ価値を増幅させてあげたかどうか、そこが問われる基準になります。 

(3) 流通革命への期待 

・日本型流通に温存されてきた「流通の課題」は１９６０年代半ばに始まった第一次流通革

命で克服されることが期待されたが、第一次流通革は、その期待を裏切る結果となっ

た。 

・今日の情報社会においては、第二次流通革命が進展しており、第二次流通革命において

流通の課題は克服され、真の消費者利益に貢献する流通の進化が期待される。 

やはり、流通の変化、市場環境の変化は３０年から４０年毎にかなり急激にくるのです。

今、ある意味では、第二次流通革命時代であり、そして第一次流通革命時代に社会的に

期待された、日本の流通のまさに消費者利益、流通の進化がいま期待されている。 

日本の食品流通はどのような方向に改革され進化すべきだろうか。 

いま、まさに日本の食品流通は消費者利益に応えられる改革をせまられている。 

先ほど、奥山専務理事が述べておられたように、メーカーと卸と小売が一体となって消

費者利益に適う流通の進化を実現しましょう。そういう呼びかけだと思います。 

“メーカー、卸だけの利益の分配だけでなく、消費者のために、卸売業が旗を振ってメ

ーカー、小売業にも声をかけて、消費者が満足する食品流通をつくりましょう。” 

ことであります。 

 

２．第一次流通革命（昭和４０年代）の実態 

(1) 第一次流通革命とスーパーの成長（昭和４２年） 
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 第一次流通革命を思い出してください。ご年配のかたはお解かりでしょうが、若い方

には古い話で申し訳ありませんが、昭和４０年の第一次流通革命時に、スーパーが出てま

いりました。ご承知のように一位ダイエー、二位西友、三位丸栄、次がほていや、等々、

１３位・１４位・１５位の三社が合併してジャスコとなり、いまがイオンである。 

１５社が革命児として登場したのですが、大雑把にいって、三分の一が姿を消し、三分の

一は生き残り成長し、あとの三分の一は停滞ぎみである。ご承知のようにダイエーはイオ

ンに買収されてしまう、あるいは政府の支援を受けて、なんとか丸紅の助けを借りてイオ

ンに買収されてしまうという。 

３０年前、４０年前に華々しく登場した大半はその間に大きく三つに分かれる。伸びている

のは三分の一、姿を消したのが三分の一、そして不振が三分の一、これが実態であり、彼

等が考えた消費者のための流通システムは完成できなかった。 

ちょっと復習になりますが、 

(2) 当時のスーパーマーケット企業の目標と結末 

・価格破壊（建値制崩壊）による安売り実現へ。 

・ＮＢ商品中心からＰＢ商品中心の品揃えへ。 

・メーカー直仕入、産直チャネルの開発へ。 

日本型流通システムの崩壊を狙った。このような野望をもった。しかしその野望は未達

成に終った。スーパーの目標は未達成に終った。 

  技術革新、システム革新、チャネル開発の遅れ、メーカーの抵抗 

  事業多角化による本業軽視 

  経営不振企業の続出 

何故達成できなかったのか。技術革新、システム革新、チャネル開発が遅れた。やは

り、たとえば、メーカーより直接仕入れをしたけれども、物流の新しいシステムが必要で

あるし、どんどん食品の新しいチャネルを自ら産地を含めて開拓しなければならない。こ
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れが、ほとんどされなかった。 

そして実は、メーカーさんが伝統的に作ってきたひとつの流通システムを壊されまいと

して抵抗した。メーカーのパワー、そしてメーカーと卸の組んだ日本型サプライチェーン

のパワーをあなどった。 

(3) 問屋無用論の台頭と問屋の反発 

一方、第一次流通革命というのは、問屋の問題でもある。マスコミで問屋無用論がどん

どん、そして問屋は半分になるぞ、と予告された。問屋は危機意識を持った、これはよか

った。何故ならば、有力企業同士の合併促進が起こっていった、あるいは企業の体質改善

をやった。 

そして問屋事業所数は、昭和３９年２２万卸事業所数は１０万になってしまうと、驚かされ

ていたが、結果としては、平成３年：４６万の卸売事業所と倍の数字になった。 

・問屋業界における危機意識の増大 

  有力卸売企業同士の合併促進。 

  問屋事業所数は倍増 

   昭和３９年：２２万事業所――――平成３年：４６万事業所 

・日本型流通システムは維持され、卸は安泰だったが、流通の基本的課題は解決されなか

った。(卸は安定したが）私は、現在ボランタリーチェーン協会の理事長をやらされて

いますが、ボランタリーチェーンをもっと関心をもって見ていただきたい。 

(4) 昭和４０年代 

わが国ボランタリーチェーンの台頭 

(5) １９６０年代における各国ボランタリーチェーンの食品業界におけるマーケットシェア 

ボランタリーチェーンを守っていくという政府の政策ができまして、それに呼応して、

卸もつくりましたし、小売同士で共同仕入機構もつくりました。スタートはよかった、昭
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和５２年ごろまで、どんどん増えてきた。 

ところが、諸外国のデータをみると、これは食品ですよ、この表をみてみますと、西ド

イツなんかは卸と小売主宰で全体の７３％をこの組織で押さえている。スイスは５９％、アメ

リカも５４％、この当時ボランタリーチェーンというのはボランタリーチェーン最も合理化

された仕組みとは言いませんけれど、既にこういう中小小売業が組織されるそういう構造

ができてきた。 

関心を持ってみまもってほしい、今日は、地方の卸の方々がおられますが、卸復活の一

つの決め手として、もう一度再挑戦してもらいたいです。 

国分さん、菱食さんは、今でもボランタリーチェーンに対して一方において、いまも、

篤い思いをもってくださっている。多くの卸売業は是非復活してもらいたい。 

(6) ボランタリーチェーンの発展格差・・・・欧米と日本 

① 欧米での発展理由 

・ヨーロッパでは１９世紀末に、消費者生協が誕生発展し、生協に対抗して小売主宰の共

同仕入機構（コープ）が誕生し、コープに対抗して卸主宰ボランタリーチェーンが発展

した。すごいですね、生協が最初です。生協が自分達に生活防衛のために、みんなでグ

ループを組んで安い商品を入手した。 

 それに対抗して小売業が仕入機構をつくった。それに対抗して、卸もボランタリーをつ

くった。 

 日本も生協はできていますが、もうひとつ日本の消費者が地域ヨコに連携し結束して自

分達の生活防衛のために、こういう組織をつくるという発想がもう一つ弱い。流通資本

がどんどん出てくれば、消費者段階から流通が刺激され、メーカーの流通戦略も変わっ

てくる。 

・アメリカでは生協というよりも、早くから食品チェーンストアというものがスーパーマ

ーケットの誕生のまえに１９世紀後半ごろから出来ていた。グロサリーチェーンスト

ア、それが各地に出来て、いわば食品の多店舗展開する小売業。 

 それに対抗して、コープとボランタリーチェーンが結成された。アメリカは早くから食

品チェーンが出来ていた、そしてまた途中スーパーが発展した。 

 これはこういう構造に刺激されて、一部の中小小売業が結束し、コープをつくり、有力

な卸が旗を振った。ボランタリーホールセラーのＮＯ１スーパーバリュー、大変なもの

です。もともとはボランタリーチェーン、アメリカ流合理主義・契約主義、ヨーロッパ

流共同社会の理念、ヨコ型社会風土というものが結束をもたらした。 

② 日本でのＶＣ遅れの理由 

・日本のタテ型社会構造が、ボランタリーチェーンというヨコ型構造の流通組織の発展を

阻んだ。日本の流通組織は、江戸時代は問屋が中心であったが、明治の末ごろから自然

にメーカー中心の流通システムをタテに作ってきた。日本の社会もヨコ型よりタテ型で

すから、生活協同組合も地域のヨコの繋がらない、日本の社会構造がボランタリーチェ

ーンの発展を阻んだ。 

・独立独歩の日本的商人道。これが伝統的な江戸時代からの商人道、私は独立独歩の商人

道非常にいいと思う。これは資本的に独立独歩であって、いま経営的にはみんなの力で

もってヨコに結集、本当はこれが理想的なのですよね。 
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・いま、日本はフランチャイズチェーンがどんどん発展しています、コンビニなんかそう

ですよね、あれはやはり強力な本部があって、そこにタテで繋がる、ですから本部の言

いなり、やはり構造がタテ型社会。日本的で風土に合って発展したのですね。 

 考えてみれば、ボランタリーチェーンのボランタリーというのは、小売業の任意、自主

なのです。小売業の独創性を生かしながら、繋がりましょうというのです。そういう意

味では、意外に日本的な合理的な仕組みで日本に向いているのではないかと思います。 

・日本的な取引制度や取引慣行が、共同仕入などのＶＣ活動を制約した。 

・中小小売店同士の共同化意識、競争意識が弱かった。 

・卸売業の経営体質がＶＣ本部としての機能遂行を阻んだ。 

食品業界はかなり総合的な体質ですが、多くの業界では卸は特定メーカーの商品のみし

か扱わない。このような体質がＶＣ本部としての広がりのあるマーチャンダイジングを阻

んだ。このようなことがあって、日本は遅れた。 

このあと、バブル経済時代がきて、メーカーも流通もいい時代だった、そして平成時代

になって、いま再び大きな流通の変化に直面しているわけであります。 

 

３．平成時代における流通構造の変化 

  小売機構の変化 

① 近年の小売業の推移 

 

 

   問題なのは商店数がずうっと減りっぱなし 
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② 小売業の就業者規模別事業所数 

  小さな小売業ほど減少が激しい、大きな小売業は減少が少ない。 

 

③ 業態別店舗数・年間販売額の動向 

業態別にみると、スーパー・百貨店は停滞、専門スーパー・コンビニが健闘している。

特徴のある、また個性のある合理的な仕組みを持った小売業が伸びている。 
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総合大型店いわれる百貨店、スーパーも伸び悩んでいる。 

④ 統計データにみる小売構造変革へのコメント 

・未組織小売業の本格的減少時代へ 

・経営者の高齢化による廃業店の加速的増加 

・戦後の第一世代創業小売経営者の総退陣へ 

・総合型大規模小売業態の停滞と個性型・専門型小売業態の発展 

・小売機構の再編成時代へ 

これらが、地域中小小売業の危機をもたらしている。 

私は日本食糧新聞に最近、地域中小小売がバタバタつぶれている。食品業界は地域中小

小売業をそのまま、ほっといていいのか。高齢化社会において、中小小売業は非常に重要

だ、そして地域中小小売業の危機を救うのは、卸ではないか、あるいはメーカーではない

か、こういうようなインタビュー記事を出しました。けっこう、反響、反応がありまし

た。 

 

それでは、卸はどうなのか。 

(1) 卸売機構の変化 

① 近年の卸売業の推移 

卸は正に、平成３年をピークにバブル崩壊とともに、年間販売額・従業者数・事業所数

一斉に右肩下がり。 
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② 卸売業の就業者規模別事業所数 

規模別にみても、規模の大小問わず、一斉に減少。 

 

③ 卸売業の業種別事業所数・年間販売額の動向 

業種でみても、すべての業種が事業所数・年間販売額を減少させている。 

一番、景気に強いといわれた食料飲料卸売業も、同様に減少。３年間で一割減少。 
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④ 統計データにみる卸売構造変革へのコメント 

・わが国の卸売機構は規模を問わず、業種を問わず、急激な構造変革の時代に直面しつつ

ある。食品業界も全く日本全体の卸と同じような状況になりつつある。 

・卸売機構内で伝統的分業体制並びに業種境界線の崩壊の加速化。 

いままで卸は伝統的に商品によって分業が行われていた。酒は酒問屋、加工食品は加工食

品、菓子は菓子とされてきたが、この分業体制が崩壊しつつある。 

ドーナツ化している。業種境界線あるいは一次卸と二次卸の境界線も崩壊している。それ

が卸の構造変化の背景なのでしょう。 

・中小規模卸売業の整理淘汰、廃業、業態転換などが急激に進展しつつある。 

・合併等の進展による卸寡占化の時代へ。そして卸寡占化の背景には、日本の有力な卸売

業も商社資本の傘下に入ってきている。組み込まれてきている。決して悪いとは申し上

げません。 

・資本の競争時代ですから、商社資本の傘下に入ってきた。もともと菱食さんのような商

社資本から生まれた卸は別ですが、地域小売業を物流的にも、商流的にも守る。これら

の体質が弱まっていないかどうか、やや懸念します。 

・卸はとにかくきめの細かい商流活動、物流活動をしながら地域を守ってきた。トップが

その旗をふってきた。そういう基本的な支援をしないとすると日本の食品流通は大問

題。 

地域卸の危機です。とくにきょうは東北の仙台におじゃましているわけですが、東北地

域、こちらのほうは、地域小売業と地域卸売業の危機が一緒になって進行している。極

論すれば地域の食品流通の大きな危機だと思います。 

 

４．第二次流通革命の進展と影響 

 第二次流通革命は進行しています。 

(1) 平成時代における第二次流通革命の要因 

・長期デフレ経済と消費需要の低迷。デフレで随分悩まされた。食品流通業界は、いまだ

に完全に脱却したかどうかわかりませんが。 

・流通規制緩和による競争激化。経済はデフレ化し、消費は低迷し、競争は激化、当然、

構造改革が進む。 

・ＩＴの進展・・・ＩＴによる体質改革、消費者の情報武装など。 

・グローバル流通競争の進展・・・巨大流通外資の参入、新業態小売業の台頭など。外資

の侵入というのは一つの新しい競争を呼び戻し、技術と競争環境（自由競争）この二つ

に積極的に対応できた卸と小売、出来なかった卸と小売が二重構造になって、格差増

大、まさに流通業界は格差増大時代ですね。 

・大手小売資本の経営不振、整理統合、再編成の進展。どんどん進んできた。 

これらが日本に市場展開してきた、しかしカルフールなどは日本の市場に合わなくて撤退

ですね。イオンが買収しましたが、食品業界に関連するいろいろな業界で外資が入ってき

ている。 

先日、家具業界の方たちと話しをする機会がありました。家具の業界は戦線恐々、大きな

家具が海外から入ってきて、ヨーロッパ系の家具の大手といいますのはすごい。アメリカ
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系の企業は大型店の規模でもって、安さでもって日本の消費者にわれわれの商売に合わせ

ようとする。家具というのはヨーロッパが強い、日本の生命線、生活環境に合わせた提案

をしてくる。 

そんなわけでいろんな業界の外資は日本の市場を本当に研究し、生活者を研究して入って

くる。やはりこわい。 

(2) 外資系小売業の日本市場での動向 

日本における市場展開 

ウォルマート（米） ・西友と包括業務提携・資本提携、西友株42.4%取得 

カルフール（仏） ・８店舗（２００５/３）・イオンマルシェ㈱が買収 

メトロ（独） ・メトロ80%、丸紅２０％出資・千葉と川口に２店展開 

コストコ（米） ・福岡、幕張などに５店舗展開 

テスコ（英） ・シートゥーネットワーク株式公開買付９４.５４％株取得 

(3) ウォルマートの参入への対応戦略 

（ウォルマートの経営指標）２００３年度 

  売上高 ········ 約２８兆円 

  純利益 ········ 約１兆円 

  従業員数 ······ 約１３０万人 

  店舗出店国 ···· １０カ国 

（対ウォルマート戦略） 

     ・イオン ············ 対抗戦略 

     ・イトーヨーカ堂 ···· 差別化戦略 

     ・西友 ·············· 提携戦略(軍門に入ってゆく) 

(4) イオングループの戦略 ―――量の戦略を重視 

すごいのはイオン、ダイエーをまもなく買収しようとしている。 

岡田一族の話をかりると、 

・巨大流通外資との競争力強化。世界のイオンになる、１０位以内に必ず入る。 

・流通外資のＥＤＬＰ戦略に対抗できる経営体質の強化。 

・合併・統合による規模追求（ダイエー買収へ） 

・メーカーからの直接仕入れの拡大。 

・ＰＢ商品の積極的開発。 

・スーパーセンター等の新業態店舗の開発、多様化。 

(5) イトーヨーカ堂グループの戦略 ―――――質の戦略を重視 

もともと衣料品からでてきたイトーヨーカ堂はマーチャンダイジング戦略を徹底的に見

直す、イトーヨーカ堂グループの不振があれば、鈴木会長が直ぐに、お前たちのマーチャ

ンダイジングが消費者にあわないのだ、ゲキの飛ばしっぱなし、 

ある意味では立派、徹底的にマーチャンダイジングである、衣料品からでたせいもあり

ますが。ＧＭＳは日本ではダメではないのだ、総合大型店をやっているそのマーチャンダイ

ジングが悪いのだ。消費者から離れてしまっているのだ。常に言い切っているのは経営者

として立派だ。週一回グループの幹部全員が本部に集まって、そこで鈴木会長のゲキが飛

ばされる。すごいですね、常に消費者との乖離を意識し、その意味でも徹底的に消費者志
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向である。 

・衣料品マーチャンダイジング戦略の再構築 

         －生活デザイン研究所の設立 

・セブン＆アイ・ホールディングスの設立 

セブンイレブン、イトーヨーカ堂、デニーズなどグループ会社の持株会社として発足。そ

のトップに鈴木さんがなった。グループ各社のＭＤ、教育、情報システムなどを一本化し

て、グループ全体の効率性向上を狙う。 

セブンイレブンがあの勢いですから、セブンイレブンに見習え。２０数年前、鈴木さんが

オーナーの伊藤雅俊さんの反対を押し切って、セブンイレブンを持ち込んだ。それがいま

やヨーカ堂グループの利益源ですからね、だからオーナーでない鈴木さんは鼻息が強い、

その強さはオーナー経営者以上に強い、ワンマン、カリスマ、これがヨーカ堂の強さでも

あります。それだけに、世の中は鈴木さんが倒れたらどうするのだ、ヨーカ堂崩壊するの

ではないかと変なウワサがある。心配でね。 

そしてご承知のように 

・ミレニアムリテイリングとの統合 

そごう、西武百貨店などの持株会社であるミレニアムリテイリングとの統合により、百貨

店の衣料品ＭＤのノウハウを吸収する。 

言ってみれば質の戦略。ですから、ウォルマートなんかちっともこわくない。という言い

方をするわけです。 

(6) 大資本小売業間の大競争時代へ 

・スーパーセンター、ホームセンター、大型専門店等のＥＤＬＰ型価格競争業態の成長して

いることも事実。 

・ドラッグストア、ＣＶＳ等、革新的・個性的業態の成長へ。 

やはりドラッグストアは業態としてまだ確立しておりませんが、これが今後どうなるの

か、食品業界では大きな関心事である。薬の業界、化粧品業界、食品業界が一体化したひ

とつの業態、食品メーカーはどうされるのか。ドラッグストアに対してどのようなアプロ

ーチをされていくのか。 

私、当面は流通経済研究所で理事長をしておりますが、ここで２,３年前からドラッグス

トアの研究会をはじめた。おかげさまで大変な盛況で、ドラッグストアはいろいろな意味

で未確立、それだけにメーカー、問屋も政策的にも戦略的に難しい。ですから、メーカ

ー、問屋が集まってドラッグストア研究をやっています。業態もマーチャンダイジングも

確立していない、だけれども成長することは間違いない。 

健康を売り物にする小売業態ですから、健康・安心・安全を売り物にする業態が成長しな

いはずがない。 

・ＧＭＳ業態と大型専門量販店業態とのコラボレーション体制へ進んでいく。 

・百貨店の攻勢 ―――百貨店の復権がはじまりつつある。百貨店は人材が豊富ですか

ら、復権ができるでしょう。 

－景気の上昇、リストラ(不採算店、関連会社の整理、人員削減等)の効果、積極的増改

築、出店の増大。 

―百貨店間、異業態間での提携、統合、合併の推進。 
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(7) ＩＴによる流通改革の進展 

第一次流通革命時代には無かったＩＴによる流通革命が進展していく。すなわち情報技

術です、これが中心です。 

① サプライチェーンの改革 

メーカーと卸と小売のサプライチェーンをＩＴ中心にすすめていく。 

日本型サプライチェーンというのは、いままで川上と川中中心と申し上げてきました

が、どちらかというと特約店制度、代理店制度、あるいは建値制度というような制度の中

でもって、お互いの利益分配組織でしたが、これからはサプライチェーンというようなか

たちでもって、改革していく。 

② ロジスティクス・システムの改革 

先ほど、お話をうかがいましたが、卸売業界はいまだに、まだロジスティクス問題に苦

しんでおられるとあらためて痛感しました。以前からのこの問題、センターフィ問題が解

決していないのか、難しい問題だなあと思いました。センターフィ問題で卸は苦しむ。そ

れに対してメーカーの取引制度と卸と小売との間のセンターフィ問題の衝突、どう解決の

方向に対応してくれるかどうか難しい問題であります。 

③ ＩＣタグの普及の時代に入ってくる 

これも非常にコストかかる問題で、なかなか普及しませんがこれからです。 

④ インターネットによるダイレクトマーケティングの普及 

卸はダイレクトマーケティングとは逆の小売業を通じた消費者への販売、どんどんイン

ターネットをもって消費者とメーカーと繋がっているし、消費者がやはりダイレクトマー

ケティング業者がつながっている。 

物の流通とインターネット物流の競争時代 

⑤ 売場改革の進展 

ＰＯＳデータ、ＦＳＰデータの分析による戦略的マーチャンダイジングの展開 

－製・配・販コラボレーションによる売場需要開発― 

 

流通経済研究所でも、きょうお見えのメーカーの代表がいっぱい来ている。研究は何かと

言うと、売場改革、ＰＯＳデータどうやって、小売業の売場提案に繋げていくか。ＦＳＰデー

タ上位３割のお客で７割の売上をあげている、問題は上位３割のお客さまの購買記録、この

データを解析することによりマーチャンダイジングの重要なポイントがあるのだ。 

戦略的マーチャンダイジングというのは、生活提案型マーチャンダイジングである。あら

たに売場というのは、地域の消費者のニーズにあって、そのニーズ 

に応える提案。 

慣習的マーチャンダイジングというのは、ＰＯＳデータに基づきそれに合わせて売場をつ

くっていくマーチャンダイジングである。 

有力なチェーンストアの最大テーマはＬＳＤＰデータによる戦略的マーチャンダイジングを

どのように展開していくか、ここである、だから卸もメーカーもこれは非常に重要ですね。 

うちのお店に買いに来てくれる消費者で、３割の上位顧客は何を求めているのか、どうい

うマーチャンダイジングを提案すれば、消費者利益にかなうか、これが非常に大事ですね。

ＩＴを駆使していけるかどうか、製・配・販のコラボレーションで売場需要を開発していく
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か。非常に戦略的に大事ですよね。いうまでもないことであります。 

 

すこし、話が発展して、いま第二次流通革命時代、乱暴な言い方をしますと、５年先から

２０１０年代は第三次流通革命時代がくる、多少思い切った言い方になりますが、それはやは

り総人口の将来予測をみても人口が減少する時代、いままで、なんだかんだいっても、人口

の増大時代に対応した流通の変革であった。 

これからは人口が減少する時代、どうやって流通に対応していくか。そしてこの表をみて

もわかりますように、多くの国もじわじわと人口減少していく。 

しかし日本が最も減少が著しい、そしていま、世界では減少に入ってないが、日本だけ減

少しはじめた。現在の国際環境の中で、日本のメーカーさんや流通業は、今後どのように対

応していくのか。 

また、世帯人員もどんどん単身世帯が増えていく。４人家族を対象としたマーチャンダイ

ジング、これからは二人だけの、単身世帯のマーチャンダイジングをやっていかねばならな

い。大きなテーマですね。 

 

５．少子高齢化社会の進展 

(1) 日本の総人口の将来予測 

  表１ 戦後の人口推移と将来予測 
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  表２ 先進国の人口減少の将来予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表３ 世帯人員の構成比 
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人口構造の推移を見ても、急速に高齢化していく、高齢者世帯もどんどん増えていく。

皆さんご承知の通りであります。 

(2) 高齢化の将来予測 

表４ 人口構造の推移 

 (3) 高齢者世帯総数と一般世帯総数に占める割合 
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(4) 統計データ等にみる少子高齢化の動向と対応 

・政府統計予測より、２年早く人口減少時代に突入。日本は将来も先進国の中で最も人口

減少が大きい国。 

－日本の産業にとって初体験の新しい市場環境の到来であり、それへの根本的、戦略的対

応が急務。 

 大学業界ではすでに影響が始まっており、それへの対応が勝ち組、負け組の分岐点。日

本の大学は約７００校ぐらいある、２２０万人の１８才人口を対象として食べていた。いま、

ぐうっと減って１８才人口１４０万人ぐらい、しかし大学は増え続けている。ですから３割

の私立大学はほしい定員に満たない。間違いなく潰れますね。ですから大学は１８才人

口の減少に対して、どうやっていくのか。ですから、まずマーチャンダイジングをどう

するか、どれだけ魅力的に差別化した学部、学科をつくるか、これが大テーマである。 

 たまたま大学の副学長をしていた時に、全人口を相手にした大学経営をしろと言いまし

た。全人口というのは、普通の大学入試では年齢１８才人口、中間のビジネスマン対象

の高度なビジネススクール、これをどんどん拡大しなければ、もう一つ、６０才以上の

定年対象のシニア大学院、これを提案した。 

 三層、もともとの１８才人口、中間の社会人に対する高度なスペシャリスト教育、そし

てシニアの方で（もう一度学びたいという考え方、所得的にも豊である、まだ６０才そ

こそこで健康に問題ない）、そういう人達を対象としたシニア大学院コースをというよ

うな動きが始まりつつある。企業もこのような発想で考えていかないと、メーカーなど

特にそうではないですか。 

 マーケティングというのは、まず誰を対象としてマーケティングをするのか。どういう

消費者、生活者を対象として、うちは生きていくのか、成長していくのか、考えると

ＷＨＯ（誰を）ですよ。これが出発点、それに対応してメーカーはやはり製品計画をた

てていかねばならない。 

 

・６５歳以上の高齢者人口比率並びに高齢者世帯、小規模・単身世帯の加速的増加へ。団

塊世代の７００万人が３～４年の間に高齢者市場へ仲間入り。 

－人口構造の変化に対応したマーケティング戦略の再構築。高齢者市場の新たな行動分析

と需要分析に基づく高齢者市場戦略の構築。高齢者社会に対応した地域密着の流通戦

略、業態戦略の再構築。メーカーは商品を作るほうですから、高齢者市場対応の製品計

画をどうするか、同時に地域に高齢者対象のネットワークをどうやっていくのか、これ

を卸と一緒になって流通戦略をどのように展開するのか、本当に真剣に考える必要があ

ると思います。 

 ともすれば、大型店だけを対象とした（これも大事なのですが）考えで、大型店で何割

いけるとか計算されているでしょうが、ＡＢＣ分析で、それも大事でしょうが、最終的

には地域の生活者への貢献ですから、そうすると流通戦略も見直さなければいけないで

しょうね。 

 東北の過疎に住む高齢者に対してどうするのか、社会的責任ですよね。メーカーも卸

も、そういう意味で、広い流通を含めたマーケット戦略の再構築が必要である。  

・少子化、高齢化の同時進行の社会へ 
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－企業、大学もそうですが、行政等の理念目標の転換と再構築、新たな顧客満足の提供

（いやし、ホスピタリティ、心の豊かさなど）。 

 そのようなことに対して、食品業界はどうやって応えていくのか、食育、食育といわれ

ているが、いま行政が旗を振っていますが、食育というのは、食品業界がテーマなので

しょう、そういうひとつの社会の要請にどう応えていくのか、今後の重要なテーマでし

ょうね。 

(5) 人口減少時代のマーケティング戦略の方向 

・グローバリーゼイションの展開 

 －外国は依然として人口増加時代が継続。 

  ２００５年・・・約６５億人２０２５年・・・約７９億人 

                    ２０年間に１４億人増加予測 

にもかかわらず、日本は減少。国際的に増大し、日本が減少、このギャップに対応して、

一方において人口増加のグローバリーゼイションが必要である。当然皆様方の本部では考

えられているでしょう、東南アジア市場をどうするか。大きなテーマです。 

・事業コンセプトの転換による需要開発 

－食品産業から健康産業、食育産業等への転換による新規需要の開発。 

－モノのハード産業から「健康」「憩い」「癒し」などのライフスタイルを提供するソフ

ト産業への転換。 

・慣習的マーチャンダイジングから戦略的マーチャンダイジングへの転換。 

－市場構造の変革時代、需要減少が見込まれる時代、競争熾烈化時代は、慣習的マーチャ

ンダイジングから戦略的マーチャンダイジングへの転換が必要である。 

（慣習的マーチャンダイジング）・・モノ別、タテ割発想のマーチャンダイジング 

（戦略的マーチャンダイジング）・・ライフスタイル、消費者価値ニーズに基づく 

                   ニーズ別ヨコ割発想のマーチャンダイジング 

 例えば「癒し」ニーズを提案する売場は全然違う、タテ型のモノ別の売場から違うはず

なのだということ。 

 

６．日本の食品流通改革の方向 

(1) アメリカにおける食品流通チャネルの２大体系 

大きくわけて、大体こんな感じ、ちょっと乱暴な分け方でありますが、申し上げたいこ

とは、このチャネルは拮抗していますが、チェーンストア本部の方が多い。 

 

 

 

 

 

 

２つのチャネルは競争しながらも、消費者の異質なベネフィットに応えている。 

・チェーンストア本部チャネル 

 消費者の求める経済的価値(低価格)，総合サービス価値に対応 



－ 36 － 

・卸売業経由チャネルは 

 消費者が求める地域性サービス価値、利便性価値、地域の求める食文化に応えている。 

 アメリカでは、消費者の要求があるから、この２つのチャネルは競争しながら、存続

してきている。６０：４０大体２０年ぐらいこのような感じです。 

(2) 日本の消費財流通チャネル改革への仮説 

日本における流通チャネルの展望 

流通大資本間の大競争時代の出現によって、長期的に展望した場合、わが国の流通にお

いても、メーカー・小売直結型チャネルの進展はある程度避けられないだろう。 

しかし、わが国の消費財業界においては、“特に食品卸業界では卸売業経由チャネル

（ボランタリーチェーン本部なども含む）が、将来とも主流チャネルとしての立場を維持

していくもの”と私は見ている。 

逆転するといういいかたもありますが、日本全体をみますと、やはり卸が将来にわたっ

ても主流なのだ。何故ならば 

仮説の背景   ① 日本の消費者の購買特性 

        ② 少子高齢化社会の進展 

この二つの事から私の仮説は将来も生きるであろうという考えであります。 

(3) 日本人の購買行動特性 

・日本人の食品の買い物行動～諸調査から～ 

－週に４～５回以上、食品を買いに行く消費者は約５０％ 

－週に２～３回、食品を買いに行く消費者は約４０％ 

＊欧米の場合、週に１～２回、食品を買いに行く消費者は約９０％ 

つまりこういうデータはもう２,３０年前から言われている。日本の消費者と欧米の消費者

と比べると約３倍の買い物頻度がある。 

・日本人が食品店やスーパーを選択する主たる動機として 

 「家から近く、生鮮食品が新鮮で豊富である」ことが常にあげられている。 

 時代が変わっても、調査するとこういう結果がでてくる。 

日本人の購買行動特性が日本的小売構造を形成している。 

(4) 小売業の国際比較 

① 小売業の上位集中度の国際比較 
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これをみると、アメリカは５社で上位集中化率３７％、これに対し日本は大手５社で９.８％、

約一割、日本では上位集中化はすすんでいない。 

② 食品店密度の国際比較 

一万人当りの食品店舗数は、アメリカは７.３しかない、日本は４１.９店もある。 

つまり、小さい小売屋がたくさん未だにある。（但し４,５年まえのデータで恐縮です

が）ということは、日本の消費者は近くの購買行動をいぜんとしてやっているわけです。

欧米の３倍の買い方をしているわけですから。その相手には「生もの」中心の食文化が生

きているわけです。その食文化を生かすためには、何回も近くに買いに行く（家の近く、

パートの職場の近くもあるでしょう）、じょじょには変わっていくのでしょうが、日本の

消費者の購買行動は基本的には変わらない。そうすると、彼等の購買行動に対応した食品

小売行動が必要になる。 

私は、日本の食品流通改革の目標として、まとめてみた。これからの食品流通は消費者

のために大きく変わらなければならない、進化しなければならない。 

(5) 日本の食品流通改革の目標 

・改革の原点 

日本の消費者が求める価値、満足に貢献する流通の再構築 

・日本の消費者価値の２面性 

－文化的価値の維持・・日本的食文化の維持、伝統的購買慣習の維持 

 世帯が変わるとやはりライスに戻ってくる、パン食でもって給食やっていた子供たち

も、ライスに戻ってくる。ですから、コンビニの最大の売上は「おにぎり」である。

そして伝統的購買行動、何回も買う。これはある意味では日本人の文化的価値ともい

える。これはやはり維持したい。 

－合理的価値の台頭・・低価格志向の台頭、合理的購買慣習の台頭 

 一方において、低価格志向の台頭、合理的購買慣習の台頭、あるいは外食産業に足を

運ぶ、そういうひとつの伝統的価値を守りながら、新しい価値を求めている日本の消

費者。 

 消費者価値の二面性に対応するならば、流通価値の二面性が必要となる。 

・流通価値の２面性 

－文化的価値を重視した流通の効果性の実現 

－合理的価値を重視した流通の効率性の追求 

 ですから、メーカーも卸も「流通の効果性」と「流通の効率性」を同時実現するよう

な体質改善をしなければいけない。このように思います。 

 これがひとつの目標でありますが、二つの価値を充足させるように再構築させること

が大事である。 

(6) 日本型流通システムの再構築と抜本的改革 

・日本型流通システムの再構築 

消費者が求める流通の効果性に積極的に対応するためには、従来から日本型流通システム

の中核を担ってきた卸売業の中間流通機能をより高度化させて、あくまで卸売主体の流通

システムの再構築が必要である。卸が自ら中間流通業を担う。 

・日本型流通システムの抜本的改革 
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消費者が求める流通の効率性に積極的に対応するためには、従来の日本型流通システムを

抜本的に改革した流通システムの開発が必要である。そのためには、有力卸売業同士の大

規模合併、大規模な協業体による強力な卸売チャネルの構築、あるいはメーカー・大規模

小売業直結チャネル開発（イオンがねらっている）必要である。 

あるいは、今度ウォルマートと西友との関係がどうなるかわかりませんが、日本型流通シ

ステムの抜本的改革、再構築と抜本的改革の両方が進む。 

 

７．少子高齢化社会、地域密着型小売業への期待 

食品スーパー、ＣＶＳがやはり台頭しています、ここにデータがあります。食品スーパーと

コンビニ、ドラックストアが成長著しい、ホームセンターもそうですが、 

そういうひとつの背景のなかで、フランチャイズチェーンはどんどん伸びている。コンビニ

を中心として 

(1) 食品スーパー、ＣＶＳの台頭 

① 業態別の変化 

② フランチャイズチェーン小売主催チェーン数、店舗推移 
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チェーン数ですが、平成１４年３３８チェーン、店舗数で７７,０００軒ぐらい、いま、８万軒

超えてますが。それに対してわがＶＣは伸び悩み、表の中ほどにあります小売主宰のＶＣ

が３３、卸主宰が１０、かなり合併したのがありますが、いずれにしましても５, ６０で、店

舗数約４万店といわれております。ＶＣは伸び悩み。 

 

８．少子高齢化社会における卸売業への期待  

・地域消費者市場の構造変化と小規模世帯・高齢者ニーズの徹底分析をして頂きたい。 

 仙台地区、東北地区における消費者の小規模世帯・高齢者のニーズ。 

・小規模世帯・高齢者対応のマーチャンダイジング機能の開発。 

 一般の若者に対するマーチャンダイジングとともに、台頭している小規模世帯・高齢者

対応のマーチャンダイジングを見直し。 

・得意先地域小売業に対するカテゴリーマネジメント機能並びに特別リテールサポート機

能の開発、経営指導の徹底。 

 高齢者の売場が増えている、そこに対するリテールサポートの提案。そういう経営指導

をしているかどうか。 

・地域流通ネットワークの構築。 

・地域卸売業同士による共同物流システムの構築。・・できたら・・ 

・同業種卸間、異業種卸間の提携、協業体の結成。 

・ボランタリーチェーン結成への再挑戦。 

こんなことが、卸に対する少子高齢化社会の期待なのです。 

 

９．少子高齢化社会におけるメーカーへの期待 

－少子高齢化社会に対応したソーシャル・マーケティングプログラムの再構築。 

 メーカーさんはいろいろやっておられるでしょうが、ソーシャル・マーケティング 

 高齢化社会は癒しだとか社会的な高齢者にたいするマーケティングプログラム 

－少子高齢化社会に対応した流通チャネル・システム体系の再構築。 

 メーカーさんにもう一度流通戦略を考えていただきたい。 

・新日本型流通システム再開発への指導的役割の期待。 

 やはりメーカーさんに期待している、かなり日本の流通市場を作っている。ですからも

う一度、流通システムを見直して再構築する。 

・真の流通進化実現への指導的役割の期待。 

 

私は流通の効果性と流通の効率性を申し上げました。私は、競争は効果性の競争、地域のマ

ーチャンダイジングのサービスの競争がそれぞれの企業にて行われる。 

効果性は、仙台の消費者、高齢者が求めているニーズに合ったマーチャンダイジングの提

供、売場サービスの提供、効率性はメーカーさんと卸のコラボレーション、あるいは卸同士の

共同のコラボレーション。 

ボランタリーチェーンの話をしましたが、一店一店は独立していて、そして一店一店は消費

者に対してサービスする。しかし物流と情報とかは一体となって、バックの体制のなかで効率

性をみたす、自転車にたとえれば、前輪が効果性なのですよ、日本の食文化、日本の消費者の
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｢価格制度の再構築への提言」について 

 

文化的価値を前輪で提案する。 

そして後輪でもって、効率性を満たしていく、こういう流通システム。 

ですから、メーカーさんと卸のコラボレーションもある意味では大事であり、ロジだとか効

率性にこたえる道のような気がするわけであります。 

 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

                        －第３回 賛助会員幹事店会－ 

 平成１８年１１月１５日（水）１２時より精養軒日本橋店において、第３回目の賛助会員幹事店会

が開催された。当日は昼食後、（社）日本加工食品卸協会 奥山専務理事の司会進行で議事に入

り、最初に新賛助会員幹事店企業として今回から明星食品（株）に替わって、日清食品（株）が参

加された事を報告した。ついで当協会政策委員長 中島 保氏（（株）菱食）と賛助会員幹事店

代表 西井 元章氏（味の素（株）から相互に以下の如く挨拶があった。 

 

政策委員会 委員長 中島 保氏 挨拶（（株）菱食） 

「本日は、皆様方におかれましては大変お忙しいところ、ご参加いただきましてありがとう

ございました。私どもは日食協の政策活動の仕事をさせていただいておりますが、いよいよ卸

売業界も少子高齢化社会の中で経営構造の軸が変わろうとしている環境の中で日食協の活動も

本当に本腰を入れて活動をしていかねばならない、そうしないと私たちの先輩が作ってきてく

れた日本型の食品流通構造にひびが入って、１２５万店の店舗、また４,５０００以上ある食品メー

カーさんの役割に応えられないという危機感を真剣にいだいております。歴史をひもといてみ

ますと、協会活動が本当に活性化したのは昭和４７～４８年頃のオイルショックの時に、物価が

高騰して価格を凍結するという騒ぎがあった時、それから１９８５年にプラザ合意があって８６年

から円高不況があり、コストインフレ、末端デフレということで、この時は製・配・販３層が

お互いの事情を抱えながら流通の価格体系、流通構造を見直しながら一致団結して乗り切っ

て、順調に発展してきました。しかしながらここにきて少子高齢化社会、オーバーストア、価

格競争にともなって、１９９３年頃にできあがった建値体系が形骸化しつつある。この事は今年

だけの問題ではなく、これからもっと大きな問題に広がってくるということを踏まえまして、

協会内部に「食品取引改善協議会」を立ち上げ、その中で「新価格体系の再構築」をメーカー

さんとの間で話し合いをする時代になったのではないかと考えております。いずれにいたしま

してもそれぞれの環境の中でいろいろな事情を抱えておりますが、何とか日本型食品流通、こ

の構造を健全な形で次の世代に引き継いでいくという我々の使命をはたしていく必要がありま

事 業 活 動 
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す。政策委員会、食品取引改善協議会は立ち上がったばかりではございますが、卸売業の中で

直接トップに現場の話を伝える人を出してほしいという日食協の要請で、私共はこうして並ん

でいるわけでございますが、賛助会員メーカー様におかれましても同じような要望で半年前に

ご案内を出して出席をお願いいたしておりますが、本日はどういうわけか大変代理の方が多く

て、我々の本腰に比べ中腰になっているのではないかと思っております。いろいろご事情はあ

ろうかと思いますが、これは流通全体の問題としてぜひ取り組んでいただければと最後に苦言

を呈しまして冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

 

賛助会員幹事店代表 西井 元章氏（味の素（株）） ご挨拶 

｢味の素の西井でございます。本来はこのご指名は、常務の横山が承るところでございます

が本日は所要で出張いたしておりますので、代理で出席させていただいております。緒先輩の

多い中で恐縮でございますが代理でご挨拶申し上げます。日食協の会員の皆様方には日頃から

各支部での活動を含めて大変お世話になっておりまして誠にありがとうございます。 

早いもので、いよいよ２００６年もあとひと月余りとなってまいりました。振り返ってみます

と、国内全般では景気は継続的に良くなっていると言われながら、個人消費は伸び悩み、私ど

も食品業界では実感を得られない一年であったように思います。また年間を通じて、ごく最近

に至るまで製・配・販３層ともにトピックスには事欠かない１年でもありました。国内の食品

マーケットは厚生労働省の人口動態統計でもいよいよ人口が減少に転じるとともに巷では２００７

年問題と言われているようでありますが、団塊の世代の定年退職が来年からピークを迎えると

のことで、今年も話題盛り沢山であった流通構造の急激な変化と合わせまして、私どもを取り

巻く環境は「規模」「構造」「性質」この３つの要素で一気に変化するということを良くも悪

くも将来の予見としてしっかり体感した一年でもございました。３層それぞれにおいて変化へ

の対応力のみならず環境の変化を先取りした取り組みが求められる状況になってきていると思

います。製・配・販３層が一致団結してというのが一番いいわけでありますが、現実的にはな

かなかそういう場面はございませんし、それぞれに果たすべき役割、機能も異なります。先日

の「新価格体系再構築委員会」でも述べさせていただきましたが、私どもメーカーとしての直

近の最大のテーマは、一言で言えば製品価値の向上であります。やはり物づくりの原点である

原料をより一層磨き上げるところから手をかけて、それぞれの製品領域で常にナンバーワンの

美味しさや使いやすさをお届けする努力を怠らないこと、また健康軸などの新しい価値を付与

した領域を生み出して、価値ある製品を適正な価格で消費者に召しあがっていただくバリュー

チェーンを拡大していくことが最も大切であると考えております。メーカー各社は日頃から鋭

意研究開発を重ね、シーズン毎に多数の新商品を発売しておりますが、新たな価値を付加して

ご提案するものの取り扱いに至る製品はけっして多くなく、運よく店頭に並んだ商品も短期間

に売価が下落する、ないしは低価格のプライベートブランド商品に取って替わられる場合もあ

り、ストレスフルな循環から抜け出せずにおります。卸売業の視点からはセンターフィ負担の

問題や各種機能評価等の検討テーマなどを頂戴いたしておりますが、時代の変化の中で現状の

課題をあらためて再確認することは必要であります。それぞれの立場で抱える課題を案件毎に

客観的かつ合理性ある事実として一つひとつ確認していきながら進むことが非常に大切です

し、それぞれの価値をどのように価格に反映させていくべきかといった側面からの具体的議論

も「新価格体系再構築委員会」を中心に深めさせていただければよいのではないかと思いま



－ 42 － 

す。そんなことを考えながら、そうはいいましても当面の売りも大切であります。今週に入っ

てようやく１１月本来の寒さを少しづつ感じられるようになってまいりましたが、最後に今年

の年末需要、商戦がしっかり盛り上がることを心から祈念いたしまして冒頭のご挨拶に代えさ

せていただきます。」 

この後、１１月８日に開催された理事会の報告を事務局から①会員動向 ②平成１８年度上半

期の事業活動報告を行ったが、この報告の中で改めて中島政策委員長が「食品取引改善協議

会」と「新価格体系再構築委員会」の立ち上げの経過と「価格制度の再構築への提言」の主旨

について報告、説明を行った。ついで意見交換テーマとして「食品取引協議会」と「新価格体

系再構築委員会」がまとめ理事会で採択された「価格制度の再構築への提言」に関して各賛助

会員企業様からご見解、ご認識をそれぞれ述べていただいた。（以下にその発言要旨を掲載する。） 

 

意見交換テーマ「価格制度の再構築への提言」について 

・価格制度に関して具体的に検討段階に入っている。オープンプライス等も含めて検討してい

るが、従来から続いている体系もあり急激にかえるのは難しいところもあり、リベートも含

めた形で検討中。配送協力は一部でロットで実施しているが、商品によってはやっていない

のもあるので、今後どのようにやっていくのか検討している。 

・量販店の値締めで価格を引き上げて、結果的に率で決めている卸の帳合手数料の額的取り分

を少しでもアップしていただこうと取り組んでいる。大容量の水に関しては熾烈な現状にな

っているので引き上げが難しく、今年一年シェアや売り上げ規模を落としながらも進んでい

ない。メーカーとして価格を下げない価値ある商品づくりを平行して心がけていかないと現

実的には対応が難しいので、まずこれをやってメーカーとしての経営体質を強化することを

考えている。センターフィに関しては実態調査を始めているが、センター運用形態もいろん

なパターンがあり卸側の協力をいただいて機能的にも実態をもう少し解明し、また同時に小

売側の協力もいただいて現実的には３者で解決する話合いをしていくべきと考える。 

・スピードはともかくとして方向性としてはオープンプライス、マークアップに進んでいくと

捉えている。その中でできる限り合理的な価格形成ができるよう検討していきたいが、いろ

んな業態や売り方、流通形態の多様化などの複雑性もあるので、ひとつの形を作っていくの

は大変難しいので卸の意見をお聞きしながら今後検討していきたい。まだ会社として一定の

方向としての考え方ができていない。メーカーとしては商品の価値をいかに上げるかにつき

るので、新しい価値を提供することに常々立ち戻って活動を見直していきたい。また小売業

ともどういう協議の場をもつのかも大事なポイントである。メーカーと卸間でもまだまだ無

駄なコスト、業務もあるので業界の標準化等にも取り組みたい。 

・センターフィを含んだリベート体系については検討を重ねてきているが、その中で主力商品

以外では付加価値を増大して価格体系を変えていけるが、主力商品では市場の売価が低価格

で推移し、それに伴い販促費が限界の状態に来ており、こういう状態の中で少しづつ売価も

あがってきており、販促費の低減までは至っていないが、原資材もかなり上がってきている

ので、いろいろ政策を入れた価格体系にしていくには価格変更するときでないとできない。

一番の課題は市場の売価であるので、卸と量販店と協力してやらないと消費者も納得しな

い。センターフィも幅が大きくどのくらい見ていけば標準なのか、是非協会で標準的考えを

示して欲しい。 
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・多種多様なメーカーを総括りでというのはなかなか難しいし、卸さんもそうでありますし、

それからセンターフィの内容についても実態としては数パーセントからテンパーセント以上

と言うように不透明な部分があったり、センターフィ自体がプロフイットセンター化してい

る等、私どもでは実態を掴ねていない。私どもはちょっと前に新取引制度を導入した。これ

は日食協にもご相談して決めてきた内容であるが、基本リベートの定率部分と物流のアロー

アンス、定額部分を導入した。その範囲の中で卸の基本機能をカバーできていると今でも認

識している。価格の是正については、大きな犠牲を払いながらある飲料を是正してきて、納

価の是正も皆さんの協力も得て労力払ってきた。小売に対しては共同して店の売価の引き上

げに尽きる。メーカーもコストプッシュに悩んでおり、なかなか利益を出せる状況にはない。 

・価格体系が今の状況にあっているのかどうか検討をはじめているが、原料が厳しい状況にあ

り価格そのもののステージが変わってしまったということで価格そのものの是正を卸、小売

の皆さんにお願いしている。したがってこの状況を浸透させていただいて、新たなことを考

えていきたい。今現在は商品価値を適正なところにもっていきたいと動いている。今年度中

にこれが出来ればこれを踏まえた上で新しいテーマに取り組んでいきたい。 

・販売制度は２０年数年来基本的に定率、定額という日食協の考えのもとに設定された中で時

代に合わせて率、額を変更して運用してきたが、販売制度の見直しが必要な時期と考えてい

たので案件内容を考慮して考えていきたい。 

・販売制度は価格体系の要素が大きく入ってくる。現状商談レベルの利益を計算するのは小売

の売価があって、それから小売の納価いわゆる卸の売値があって我々の製品の現状ネット価

格がある。その段階での利益が適正利益でまわっているかどうかで価格を設定しているが、

残念ながら出だしの売価の設定が完全におかしくなっているので、それが卸の利益を圧迫し

ているのではないかと思う。小売主導型の業界であるので適正売価指導をやってはいるがう

まくいっていないのも実態。残念ながら小売の利益も業態内競争から、業態間競争の変化の

中でばらばらな状況になってきている。このような案件を踏まえて今後の販売制度も制度ひ

とつ設定したから解決する問題かどうか悩むところです。結果としては費用、販促費、コス

トがいつまでも個別案件的についてまわっているのではないかと思っている。センターフィ

については本当のコストを把握した上で小売、卸、メーカーの利益をみすえていく姿勢が必

要であるが、センターフィだけにとらわれてはいけない。いろんな案件は小売の売価から起

因していることが非常に大きいと想定されるので、その部分を甘んじて受けるか、もしくは

違うぞと、オープン価格にしていくか、建値制度でいくかメーカーにとって大きな問題で

す。その答えはそれぞれのメーカーで違って

くるが、どうあっても共存共栄でやるならお

互いが利益を生みだしながら成長していくこ

とが必要と考える。 

・１０数年前に業界に先駆けて純粋なオープ

ンプライス制度ではなかったが制度を導入し

た。しかし導入後極端なデフレ傾向の中で十

分なマージンオンができず今日まできたとい

う状況にある。流通の激変、経費の複雑化が

顕著になってきたのであらためてマージンオ賛助会員 幹事店会 
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ンを求めていかねばならないと考えるが、機能対価とフイ負担というだけでは追いつかない

状況ではないかと思う。小売に対する隷属的立場がもしあるとすれば少しでも製・配協力し

て打破していく必要がある。小売の恒例というか、理不尽な見積もり合わせに対して安易に

呼応しない、極端な場合は帳合返上するという動きがあると聞いている。このへんがある面

で卸の意識の現われと評価している。最終的には小売に対する転嫁というより消費者への転

嫁をしていかないとこの問題は解決していかないと思うが、今のオーバーストアの中で本当

に可能かどうか不安がある。だからこそメーカー、卸の協力が必要であり、三方のそれぞれ

が商売になるような利益をとって商売することが必要。原料関係の高騰もあり価格改定もや

むなしという議論もしている、そういうことをきっかけに小売、消費者に説得していかねば

ならないのでご協力をお願いしたい。 

・市場価格がここまで下がってきた理由を分析してみますと、一つ原因がはっきりしているの

は平成１６年に消費税が総額表示になった時に、当初は５％が加算されていたが大半が値上

げしないで据え置いてしまったということがきっかけになっているのではないかと考えてい

る。オーバーストアの中で小売業が売価をどうするか重要な問題ですが、売価を語る時に、

総額表示になっている現在消費税との絡みをどう考えるかメーカーとして考えていかねばな

らない。また原料高の製品安という状態が続いているが、主原料の小麦の価格が来春から大

幅に変わる予定。今までは政府売り渡し価格として年一回の改定で、少し下がってきた傾向

にあった。センターフィが小売業の利益になっている構造はどう考えてもおかしい。どこが

妥当なのか卸さんと一緒に考えていきたい。 

・安く売るのが好きな会社が多い業界で対応に苦慮しているが、前期より価格是正に取り組ん

でいる。ある程度売り上げに影響が出てもこの政策は継続していきたい。この問題は卸さん

の協力が不可欠なのでご協力をお願いしたい。また本社機能のある地域より地方の方が支社

長、支店長クラスの方との方が若干意思疎通が早くとれるので価格是正が進んでいる状況。

一部エリアでは帳合の返上等も出ている。本来であれば東京発でありたいと思っている。ま

たこれをするについては小売さんに売価是正をお願いしている。この売価是正のためにはや

はり納価にもかかわってくる。この売価是正の後に価格改定の方向に進めていきたい。価格

改定をしても元の木阿弥にならないようしっかり今の段階で価格是正をなしとげたい。オー

プンプライス制度は時期尚早と判断している。オープンプライスにしても値段がすぐに小売

にわかりますので、日本には向いていない。センターフィについてはセンターの形態別にデ

ータを収集している。その後にどう対応すべきか検討するが、日食協でも調査されている内

容を開示してもらいたい。センターフィについてはコストの開示と理由の明確化が必要と考

える。 

・取引制度を変えて１１年が経過し定期的に見直しはしてきているが、今年に入って今の世の

中をきちんとみてどうあるべきかプロジェクテイブに社内で議論しているところだったの

で、日食協のこの動きと連動できる状況にある。商品の改廃時に製品の価値を上げて価格の

設計をし、課題の解決に踏み込んでいきたい。センターフィ負担の表現が直接的である。合

理的な負担のあり方、どうあるべきかを示していただきたい。 

・大枠でご提言の内容は理解できる。既に解決すべく社内ではスタートしている。建値制度、

リベート制度、取引制度に分けてそれぞれ検討する。かかる負担は応分に負担していかねば

ならないが、その内容を具体的に示して欲しい。価格に全てを織り込んでいくのは難しい。
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日本ではオープン価格制度の定着はしないと考えている。センターはコストの削減が前提で

あるのでそれぞれが負担すべきである。センター自身がプロフィット化しているのは納得で

きない。センターフィを含んで価格を上げるときの説明をどうすべきか大きな課題となる。

建値制度とリベート制度と費用は別なものと考えている。卸の経費は率で、物流費は定額で

の考えで実行してきたが、物流費を販促費で考えるのはやめて欲しい。 

 

卸側からの総括意見 

・今日的には環境問題や労務問題からもバックヤードの合理化は必要であり、小売業のセンタ

ー化は必要悪的要素もある。コストダウンが利益になり儲かるという構造になってきたが、

誰がやってもかかるのは経費である。それ以上のものは利益補填的部分になるが、こうした

部分含めて基準的ガイドラインを出せればいいと思う。建値制度の中でセンターフィは結着

したんだという認識は違う、今日的な建値制度ができた頃はまだまだセンターは部分的チャ

ネルであったが現在は、まさに主流になっていると認識されたい。 

・お互いに今までのやり方の非を認めたうえで今の状況を問題だとすれば、共通の土俵に立っ

て総論ではなく本音でオープンな議論しないと解決できない状況である。コストは誰がやっ

てもかかるものはかかる、特にセンターフィの負担は、個別に違いはあるものの間違いなく

必要なコストであるから開示できるものは開示するので相談の土俵にのっていただきたい。

卸はこれ以上の負担をできる状況にはないことを認識してほしい。 

・現状をお互い認めて見直し、できることからやるという意思があればそんなに時間をかけず

に合意できるのではないかと考える。 

 

以上、長時間にわたり白熱した意見交換がなされた。次回は来春早々臨時に「新価格体系再

構築委員会」との合同会議を開催して今後の価格制度のあり方を継続して検討することを確認

にして閉会とした。 
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第３回 賛助会員幹事店会ご出席者名簿 

平成１８年１１月１５日 

社団法人日本加工食品卸協会 
    （会社名：５０音順） 

 

社    名  役       職 氏     名 

味  の  素 ㈱ 営業企画部長  西  井  元  章 殿 

カ  ル  ピ  ス ㈱  営業統括部部長  村  田  利  衛 殿 

カ  ゴ  メ  ㈱  取締役常務執行役員営業担当  大  嶽  節  洋 殿 

キッコー マ ン ㈱ 食品営業部次長 家 城 庸 高 殿 

キユーピー ㈱ 執行役員家庭用営業本部長  好  村   博  殿 

 サントリーフーズ ㈱ 営業推進部部長 今 井 等 一 殿 

日清オイリオグループ㈱  常務取締役  田 村 由 人 殿 

日  清  食  品 ㈱  執行役員営業本部東京営業部長 三 浦 善 功 殿 

日  清  フーズ  ㈱  営業本部副本部長 岩 崎 浩 一 殿 

ネスレ  日  本 ㈱  専務取締役営業本部長  浅  井  良  治 殿 

ハウス 食 品 ㈱ 営業企画推進室長 巖 本 一 雄 殿 

㈱  桃    屋 執行役員東日本統括担当部長 立  花  哲  於 殿 

 

 

 

賛助会員幹事店会 日食協 出席者名簿 

平成１８年１１月１５日 

 

社団法人 日本加工食品卸協会 
（敬称略） 

日 食 協 役 職 会  社  名 役          職 氏      名 

政策（委）委員長 ㈱菱 食 取締役兼副社長執行役員 中 島   保 

  〃    副委員長 伊藤忠食品㈱ 専務取締役営業部門担当 大 野 志 郎 

  〃    副委員長 国 分 ㈱ 取締役副社長経営統括本部長 成 田   健 

  〃  委 員 ㈱日本アクセス 取締役副社長ロジスティクス本部長 細 川 晃 一 

  〃  委 員 明治屋商事㈱ 代表取締役専務執行役員 菱 田 州 男 

  〃  委 員 加藤産業㈱ 常務取締役東京本部長 多 原  善 雄 

  〃  委 員 三井食品㈱ 上席執行役員営業部門統括 川 村 哲 夫 

執行運営(委) 委員  西野商事㈱ 専務取締役総合企画部門長 西 野 正 雄 

  〃  委 員 ㈱サンヨー堂 取締役営業本部商品部長 小 林 由 朗 

執行運営(委)委員長 日食協 専務理事 奥 山 則 康 

事務局  〃 事業部長 林    孝  
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流通サプライチェーンマネージメントの推進について 
 

 

－もうひとつの２００７年問題をご存知ですか？－ 

                           －情報システム研究会－ 

１．背景 

経済産業省が２００３年度より、グロサリーに関わる商品情報システムの共有化を国際社会と

連動して進めています。 

これは現状の流通サプライチェーンマネージメント（製・配・販）は多くの異なる商品情報

システムが乱立し相互連携が図れず全体最適な仕組みになっていないため、それの是正を目的

としており、具体的には「商品識別コード（ＧＴＩＮ）対応」・「商品マスタデータ同期化

（ＧＤＳ）対応」・「次世代ＥＤＩの標準化（ＸＭＬ－ＥＤＩ）対応」等です。 

２００７年３月から一部の小売業で実装が始まりますので我々卸売業はこれに対応せねばなり

ません。今回は特に対応を急がれる「商品識別コード（ＧＴＩＮ）対応」と「次世代ＥＤＩ標準化

（ＸＭＬ－ＥＤＩ）対応」について説明いたします。 

 

２．商品識別コード（ＧＴＩＮ）対応 

現在、流通サプライチェーンでやり取りされている商品コード、すなわちＪＡＮコード（８

桁、１３桁）、ＵＰＣコード（１２桁）、ＩＴＦコード（１６桁、１４桁）などは、ライジングサン２００７の

一環として２００７年３月から次の通りとなります。 

上記の各コードは国際標準の商品識別コード（ＧＴＩＮ－Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒａｄｅ Ｉｔｅｍ Ｎｕｍｂｅｒ）と

して発注単位の意味付けを持った１４桁の集合包装用商品コード（従来の呼称はＩＴＦ）体系に

統一化されます。これは、グローバルな商取引をするには欠かせない対応であると同時に、商

品コードが統一されることから、流通サプライチェーン情報システムのトータルコストが大幅

に削減されるというメリットがあります（企業間データ交換における変換コスト削減等）。 

我々にとっての課題はＪＡＮ不一致型ＧＴＩＮの発生です。従来ＪＡＮとＩＴＦとの間には関連性が

ありましたが、桁数が短くなることによりこれが崩れＪＡＮとＩＴＦは不一致となりますので、流

通３層の各企業は２００７年２月迄に自社の情報システムの変更をする必要があります。 

 

具体的には 

対  象 変更必要システム（企業によって無い場合あり） 

マスター管理 ・基本商品マスターにＧＴＩＮ項目メンテナンス 

             又は別途ＧＴＩＮマスターの作成 

・ＦＤＢ変更対応 

対メーカーとのＥＤＩ ・発注、出荷ＥＤＩ、販売実績ＥＤＩ、在庫情報報告等 

対得意先とのＥＤＩ ・ＥＯＳ（～出荷）事前出荷情報（ＡＳＮ）、納品伝票等 

物流センター  ・各拠点マテハンシテム変更  

       （入庫、出庫検品、ハンディシステム） 
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尚、これらの移行は得意先、メーカー、卸の個別交渉であり、完了日は２０１０年３月になっ

ています。（上記に関係する場合は、３層全てでシステム変更する必要があります） 

 各社におかれましては段階的に増加するＧＴＩＮ付番商品対応について、改めてその対策に

ついて関係部署にご確認頂きたいと思います。  

 

３．次世代ＥＤＩの標準化について 

現在、流通業界でもっとも多く使われているＥＤＩの通信方式として「Ｊ手順様式」（注１）が

あります。これがインターネットの普及にて高速（現行より約８００倍）で安価な「ＷＥＢ－ＥＤＩ

手順」（注２）に代わり段々利用されなくなりつつあります。その為、近々「Ｊ手順様式」の

機器は製造されなくなり、それに替わって「ＷＥＢ－ＥＤＩ手順様式」及びそれの機器（サーバ

ー）が利用されるといわれています。 

しかし、これの欠点は単純に通信方式を「Ｊ手順様式」から「ＷＥＢ－ＥＤＩ手順様式」にす

るケースが多く、「Ｊ手順様式」時代の問題である個々の企業の個別フォーマット問題が改善

されないばかりか、データ変換に自動化・無人化が出来なくなりますので、データの受領者側

からみると以前より改悪となるという欠点があります。 

その為これらを解決すべく、現在日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会に

加盟する大手小売業が中心となってインターネット対応の「次世代標準ＥＤＩ（ＸＭＬ－ＥＤＩ）

（注３）を進めております。 

今回の「次世代標準ＥＤＩ」の特筆は現行小売業の業務プロセス上の違いからきている、発注

等（注４）のデーターフオマットを小売業が標準化する事、又ビジネスモデルが変更になり、

データ項目が増えた場合でも単純に追加できる柔軟性を持ったメッセージ構成にすることなど

から、卸売業・メーカーとしては大いに期待する事となります。 

又、これに付随して納品伝票の廃止（伝票レス取引）・発注等のデータ送信高速化・画像の

配信・トレサビリティ等が出来、これが本当に推進できれば、社会的要求にも応える事も出

来、流通の３層にとって画期的な事になると思います。 

これを、経済産業省・流通システム開発センターの支援の基、大手小売業が大手卸売業と連

携し２００７年２月から実証実験の上で同年３月から実装（本番）すべく進めております。 

３０年に１回の取組みといわれている小売主導の標準化案件であり、また前述のように卸売

業にとってもメリットが大きいことから、その定着化に向けて卸売業としても前向きに対応す

べきと考えます。 

 

（注１）｢Ｊ手順様式」とは日本チェーンストア協会が１９８０年制定した公衆回線利用の通信手順。 

（注２）｢ＷＥＢ－ＥＤＩ手順様式」とはウエブブラウザから簡単にアクセスしＥＤＩメッセージを送

受信できるシステム 

（注３）｢次世代標準ＥＤＩ（ＸＭＬ－ＥＤＩ）」とはＥｘｔｅｎｓｉｂｌｅ Ｍａｒｋｕｐ Ｌａｎｇｕａｇｅの略 

    ＥＤＩとはＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｄａｔａ Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ 

（注４）発注等とは現在標準化されているメッセージは「発注データ」・「出荷データ」 

   「受領データ」・「請求データ」・「支払い案内データ」・「返品データ」 
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「ＧＴＩＮ」への対応実務と「次世代標準ＥＤＩ」について 
 

 

－情報システム研修会－ 

１０月２５日（水）１４時より東京日暮里のホテルラングウッドに於いて平成１８年度の情報システ

ム研修会が開催された。この研修会は、全国卸売酒販組合中央会と酒類・加工食品データベー

スセンター（ＳＫＤＢＣ）との三者共催で開催し、総勢１５０名を超す参加者を得て大変盛況な会

となった。従来までは有料の研修会としていたが、今回のテーマについてはできる限り数多く

の企業に参加をいただきたく無料での開催とした。また初めて製・配・販の情報システムの実

務者による講演という企画内容もあり、参加者の関心は極めて高かった。 

冒頭、主催者を代表して（社）日本加工

食品卸協会 情報システム研究会 座長 

稲垣登志男氏（（株）菱食）が挨拶し、つ

いで「日食協の事業活動報告」を奥山専

務理事が行い、本論に入った。以下、講

演内容を要約掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年度（社）日本加工食品卸協会 

情報システム研修会内容要約 

 

 

 

 １.「流通システムの短観について」 

 

（株）ジャパン・インフオレックス 代表取締役 

 井口 泰夫氏 

 

開会の挨拶をする情報システム研究会座長
稲垣登志男氏 
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11

流通データ共有・同期化に関する業界の問題構造流通データ共有・同期化に関する業界の問題構造（１）（１）

小売マスタ小売マスタ

共通情報
＋

固有情報

マスタ担当

メーカー営業担当者

固有情報が多い！

・基礎情報

・営業に必要な情報

・物流に必要な情報

固有情報が非常に多
い！

・GMS、SM

・中堅SM

・DGS、HC

システム化されていな
い場合も！

メーカー・卸・小売間の共通化項目については、

一度登録すれば全ての取引先で使用できるように同期化できれば業務負荷が軽減できるはず！

メーカー 卸 小売

卸営業担当者

【業界間の問題】 メーカー・卸・小売間で商品情報が連携できない

商品商品
カタログカタログDBDB

共通情報

卸マスタ

共通情報
＋

固有情報
マスタ担当

リテールサポートの一環として、卸・小売の商品マスターデータもメンテナンス
（マスタ登録・申請業務の代行）

原材料、原産国、アレルゲン、商品属性などマスター管理項目は増大！
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流通データ共有・同期化に関する業界の問題構造流通データ共有・同期化に関する業界の問題構造（２）（２）

小売は、「全てのメーカー商品情報」が必要

中小メーカーは対応困難！ ⇒代行登録が必要

複数小売の異なる仕様 ⇒個別項目の管理・変換が必要

大規模

中規模

小規模

メーカー
（１０，０００社）

小売

卸

大規模

中規模

小規模

商品情報の入手

食品DP
(ＦＤＢ）
107社
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13

酒類食品卸売業酒類食品卸売業が提供する価値が提供する価値

卸＋メーカーコラボレーション ＝ 中小メーカー情報の整備

卸＋小売コラボレーション ＝ 中小小売へのリテールサポート

卸経営の重要ファクター＝ （物流＋決済＋リテールサポート） ×IT活用力

大規模

中規模

小規模

卸

大規模

中規模

小規模

商品情報の入手

食品DP

・・・・・

取引先情報の入手

商品情報

商品情報

RDP情報

RDP情報

ﾘﾃｰﾙｻﾎﾟｰﾄ

ﾘﾃｰﾙｻﾎﾟｰﾄ

RDP情報

ﾘﾃｰﾙｻﾎﾟｰﾄ商品

情報

日本の酒類食品流通の特徴は多メーカー・多品種・多業態・多売場

SCM高度化の“実務上の成否”は卸を基点とした商品情報流通の整流化が鍵
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㈱ジャパン・インフォレックスの経営戦略㈱ジャパン・インフォレックスの経営戦略

卸売業のマスター管理業務統合を通じて

日本の流通最適化に貢献する商品情報流通基盤を提供する

事業理念

 「商品情報管理業務センター事業」

１．共通商品情報データベースの統合管理

２．Web-EDIサービス

３．外部データベース等との連携サービス 等

 「次世代流通IT基盤への対応」

１．各種業界活動（GDS実証実験等）への参画

２．流通最適化に向けたメーカー・小売業との協調

３．各種普及啓蒙活動の実施
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16

㈱ジャパン・インフォレックス㈱ジャパン・インフォレックス

㈱ジャパン・インフォレックスの機能構成と㈱ジャパン・インフォレックスの機能構成と

運営委員会

申請受理・内容確認・情報追加

参加卸様

商品情報管理システム

商品情報参照

固有情報登録

（非FTP接続）

データ変換・蓄積・配信制御基盤システム

商品登録システム

WebEDI WebEDI

FTP FTP卸共有

商品DB

Inforex

DB

メーカー様

登録・申請

登録申請書

基本・固有

メーカー

メーカー

メーカー

B卸A卸 C卸

卸基幹マスタ

参加費FDB利用促進

FDB

（基本情報）

㈱ファイネット

代行登録・申請

卸個別情報管理
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㈱ジャパン・インフォレックス㈱ジャパン・インフォレックスが提供する価値が提供する価値

プロダクトアウト型に最適化された日本の製造・流通業

特約制・建値制・返品・リベート・手形等の存在

メーカーサイドの商品情報が非常に重要な意味を持った

卸売業は情報優位性を付加価値として存在できた。

商品情報の整流化（共有）は必要不可欠

卸の情報優位性は相対的に低減、

しかし、GDSの恩恵が小規模のメーカーや卸・小売に即座に浸透する可能性は低い

新たな付加価値戦略の採用

ＪＩＩの役割発揮と機能強化

商品情報の整流化によって、卸は新たな付加価値戦略対応が必須となる
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 ２.「ＧＴＩＮ」への対応実務について 
 

 ① 卸売業の対応策について 

（株）トーカン執行役員 業務設計部長 牧内 孝文氏  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不一致型への対策不一致型への対策
（１）課題（１）課題

・従来のＩＴＦは単品ＪＡＮ一致（内包）型を前提としていたが、

（ＩＴＦから単品ＪＡＮが取り出すことが出来た）

単品ＪＡＮ不一致型の集合包装（荷姿）コードが許可された。

・不一致型の例

１：集合包装のまま販売される商品（ケース販売商品）の場合
→ケースJANをGTIN（ITF）として使用するため

２：ロングライフ商品など 頭１桁（ＰＩ）が不足する場合

・集合包装ＧＴＩＮの商品識別部分が、単品ＪＡＮと一致しない場合が発生・集合包装ＧＴＩＮの商品識別部分が、単品ＪＡＮと一致しない場合が発生
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不一致不一致

不一致型への対策不一致型への対策
（２）現状と対策（２）現状と対策

ＪＡＮ不一致型（ＪＡＮを内包しない） ＩＴＦの発生は必須ＪＡＮ不一致型（ＪＡＮを内包しない）ＪＡＮ不一致型（ＪＡＮを内包しない） ＩＴＦの発生は必須ＩＴＦの発生は必須

ケースＪＡＮがＧＴＩＮに

ITFは不一致型へ

例

490141117521 82 490141117521 2 0 490141151234 1

490141151234 1

当社商品マスターでは、一致型しか登録出来ない
→別マスターでの保持検討

当社商品マスターでは、一致型しか登録出来ない当社商品マスターでは、一致型しか登録出来ない
→別マスターでの保持検討→別マスターでの保持検討

ｹｰｽ
販売品

単
品

不一致型への対策不一致型への対策
（３）ＧＴＩＮの実装（入力画面）（３）ＧＴＩＮの実装（入力画面）

基本商品マスター（メンテナンス画面）に、ＧＴＩＮ情報を追加。

基本商品マスターメンテ（１、２画面目は変更無し）

^ＪＪ^ ^基本商品マスターメンテナンス^ YY/MM/DD HH:MM:SS
MMEXXXR

^商 品^ OOOOOOOO ＯＯＯＯＯＯＯ ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ OOOOOO

EDI GTIN <-------^入力^ --------->
^入数^ GTIN^新旧^ ^不可^ ^改定日^^新^GTIN EDI^不可^

ﾊﾞﾗ : 1 ^新^ 12345678901234 _ 12345678901234
^旧^ 12345678901234 _

ﾎﾞｰﾙ: 1234 ^新^ 12345678901234 _ 12345678901234
^旧^ 12345678901234 _

ｹｰｽ : 1234 ^新^ 12345678901234 _ 12345678901234
^旧^ 12345678901234 _

^梱^ : 1234 ^新^ 12345678901234 _ 12345678901234
^旧^ 12345678901234 _

ﾊﾟﾚｯﾄ: 1234 ^新^ 12345678901234 _ 12345678901234
^旧^ 12345678901234 _

^単品入数換算数^ ： 1

CMD4 :^登録^ CMD5:^変更^ CMD6:^照会^ CMD9:^削除^ CMD10:^確定^
CMD3 :^終了^ CMD12:^再入力^^実行^: ﾁｪｯｸ

OOOOOOO:ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ

基本商品マスターメンテ３画面目基本商品マスターメンテ３画面目

各荷姿で新旧のＧＴＩＮを保持する。
→物流現場で課題となる商品リニュアル時の

新旧商品の切替対応のため

（マテハン検品時の対応）

各荷姿で新旧のＧＴＩＮを保持する。
→物流現場で課題となる商品リニュアル時の

新旧商品の切替対応のため

（マテハン検品時の対応）
パレット荷姿情報まで保持する。
→パレット単位発注（入出荷）などの

ＥＤＩを想定

パレット荷姿情報まで保持する。
→パレット単位発注（入出荷）などの

ＥＤＩを想定
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不一致型への対策不一致型への対策
（４）商品情報のＷｅｂ収集（４）商品情報のＷｅｂ収集 （（TIETIE--UPUPシステム）システム）

WEB登録データを

自社基幹システムに登録

トーカン
（ＴＩＥ－ＵＰ）（ＴＩＥ－ＵＰ）

商品情報登録用
WEBサイト

メーカー様メーカー様

（本社）（本社）

メーカー様メーカー様

支社・支店支社・支店

基幹系商品基幹系商品

データベースデータベース

営業支援系営業支援系

データベースデータベース

検索・情報追加・承認・登録

FDBFDB

ＪＡＮコード、メーカーコードにて

商品ﾃﾞｰﾀを呼び出して表示し、

不足情報を追加・変更し登録

商品ＤＢ

毎日ﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

２００１年稼動
０６年9月現在３０１社様

２００１年稼動２００１年稼動
０６年０６年99月現在３０１社様月現在３０１社様

基本情報

不一致型への対策不一致型への対策
（４）ＴＩＥ－ＵＰ（４）ＴＩＥ－ＵＰ ＧＴＩＮ情報のＷｅｂ収集ＧＴＩＮ情報のＷｅｂ収集

現 状現 状

ＧＴＩＮ
項目

追加部分

ＴＩＥ－ＵＰ画面にＧＴＩＮ情報の入力項目を追加する。 （ＦＤＢの情報とも連動予定）

バンド掛けの有無 * ○有り　○無し　（バンド掛け、半裁については登録マニュアルの
　半裁の有無 * ○有り　○無し　　該当項目を参照）

入数 * 梱： ｹｰｽ： ﾎﾞｰﾙ：

賞味期間 * 日（360日／年で計算して入力）

JANコードの有無 * ○有り　○無し
バラ： ボール：

ITFコードの有無 * ○有り　○無し
ケース： ボール：

GTINｺｰﾄﾞ有無 入数 コード

ＧＴＩＮ * ﾊﾟﾚｯﾄ： ○有り　○無し

* 梱： ○有り　○無し

* ケース： ○有り　○無し

* ボール： ○有り　○無し

ケース重量・サイズ

ＧＴＩＮ情報

付加情報

追加項目追加項目

バンド掛け、半裁品かどうかの識別を登録して
もらうことで、商品の荷姿形態の情報をシステ
ム的に保持できるようにする。
→荷姿を意識することで入数登録間違い・運用
ミス削減 （ケース入数の登録・運用ミス減少）

バンド掛け、半裁品かどうかの識別を登録して
もらうことで、商品の荷姿形態の情報をシステ
ム的に保持できるようにする。
→荷姿を意識することで入数登録間違い・運用
ミス削減 （ケース入数の登録・運用ミス減少）
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30

30

30

※バンド掛け・半裁品に印字のＩＴＦシンボル意味づけ変更について

（例）
３０入り×３合せ

現在のＩＴＦ（ＩＴＦを１４桁と仮定）
１4912345111119 → 「９０」入を表す

意味づけ
変更

ある日から
「14912345111119」は「３０」入と解釈する

出荷案内ＥＤＩでは
14912345111119 ｘ １０ケース → 従来 ： ９０入 総バラ＝９００

変更後： ３０入 総バラ＝３００

意味付け変更への対応意味付け変更への対応
（１）変更内容（課題）（１）変更内容（課題）

酒類・加工食品業界標準化推進会議 編
『酒類・加工食品業界におけるＧＴＩＮを利用したＥＤＩ運用ガイドライン』より

12個入り12個入り

１２

荷姿 発注単位

荷合せ商品

２４

ケース入数 ボール入数

２４ １２

２４ １

１２

荷姿 発注単位

梱（紐掛け）商品

ケース入数 ボール入数

１２ １

パ
タ
ー
ン
Ａ

パ
タ
ー
ン
Ｂ

備考

原則としてケース入数は荷
合せ状態にて設定。

備考

原則としてケース入数は
紐掛けを解いた状態にて
設定。

梱数

１

１

梱数

３

意味付け変更への対応意味付け変更への対応
（２）当社の現状（２）当社の現状

従来の当社の考え

12個入り

12個入り

12個入り

※バンド掛け・半裁品の、入り数、荷姿呼称について
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意味付け変更への対応意味付け変更への対応
（３）当社の対策方法（３）当社の対策方法

ボールケーストーカン

ケース梱今後の標準

半裁の状態（20）半裁品 外箱（20X2)

不一致不一致

’06/06 酒類・加工食品

標準化部会（34社）決定
（最小外箱にバーコード
印字・付番し、ケースと
して意味付けた）

標準化（半裁品＝ケース）による、業務への影響が不明確。

「荷姿呼称変更により、業務負荷が考えられるため、現場作業を考慮し、
採用時期を模索中」

１０月～１２月 １月～３月 ４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月

国内

動向

７月～９月
‘０６年 ‘０７年

’０７／０３～ ＧＴＩＮルール 適用開始’０７／０３～ ＧＴＩＮルール 適用開始

ＦＤＢ修正
（ＧＴＩＮ実装）

ＦＤＢ修正
（ＧＴＩＮ実装） 意味付け変更登録の開始（‘０７／３～）意味付け変更登録の開始（‘０７／３～）

JII（ジャパンインフォレックス） 商品ＤＢ稼動JII（ジャパンインフォレックス） 商品ＤＢ稼動

（再）検討（再）検討

荷姿呼称の変更が発生

ボール荷姿へのＪＡＮバーコード印字中止への対応ボール荷姿へのＪＡＮバーコード印字中止への対応

単品ＪＡＮの外箱（集合包装）への表示中止（１荷姿１コード）：単品ＪＡＮの外箱（集合包装）への表示中止（１荷姿１コード）：単品ＪＡＮの外箱（集合包装）への表示中止（１荷姿１コード）：

ＪＡＮ13桁 ＩＴＦ14桁

店舗でＪＡＮ検品している場合、ボール荷姿商品の検品が難しくなる
→メーカー様の変更状況確認、小売様へ対応依頼

店舗でＪＡＮ検品している場合、ボール荷姿商品の検品が難しくなる店舗でＪＡＮ検品している場合、ボール荷姿商品の検品が難しくなる
→メーカー様の変更状況確認、小売様へ対応依頼→メーカー様の変更状況確認、小売様へ対応依頼

ボール荷姿ボール荷姿

ＪＡＮ13桁

ボール荷姿ボール荷姿

＝ Ｘ

出荷・納品出荷・納品
店舗検品店舗検品

ボール荷姿ボール荷姿

ＪＡＮのみ
対応？

ＪＡＮのみ
対応？

単品単品

単品単品
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ｵﾝﾗｲﾝｵﾝﾗｲﾝ

発注書発注書

入力入力

ITFｹｰｽ 入数 数量．．

060４９０１ 20 5

010４９０２ 20 10

〃 5 3

メーカーメーカー

ＧＴＩＮによる発注～入荷ＧＴＩＮによる発注～入荷
（１）現状（１）現状

発注～入荷(現状)

ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

トーカントーカン

←発注確定

商品ｺｰﾄﾞ 入区(入数) 数量．．

00004001 １(20) 5

00004002 1(20) 10

〃 2( 5) 3

発注入荷
データ

・JAN一致のITFが前提
・ｹｰｽITF、ﾎﾞｰﾙITFのみ

・JAN一致のITFが前提
・ｹｰｽITF、ﾎﾞｰﾙITFのみ

用途別
商品Ｍ

商品ｺｰﾄﾞ JAN ｹｰｽITF ．．

00004001 ４９０１ 060４９０１

00004002 ４９０２ 010４９０２

：

実は 00004001 は

ｹｰｽＩＴＦ 0４９０３ で

ＪＡＮコード不一致で14桁だった

出荷
｜｜｜｜｜｜

検品ﾃﾞｰﾀ

JAN/ITF
管理F

商品ｺｰﾄﾞ JAN ﾎﾞｰﾙJAN ｹｰｽITＦ ．．．

00004001 ４９０１ １４９０１ 0４９０３

：

検品

商品ﾏｽﾀｰのJAN、ITFが物流
現場で使用出来ない場合に登

録する

検品ｻｰﾊﾞｰ入荷業務→

ＧＴＩＮによる発注～入荷ＧＴＩＮによる発注～入荷
（２）今後（２）今後

発注～入荷(今後)

ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

トーカントーカン

←発注確定

ﾒｰｶｰ 商品ｺｰﾄﾞ 入区(入数) 数量

Ａ 00003333 １(20) 10

Ｂ 00004001 １(20) 5

〃 00004001 2( 5) 2

発注入荷
データ

ﾒｰｶｰA：
今まで通り

ﾒｰｶｰB：
GTIN運用

ﾒｰｶｰ毎にGTIN
切替を判別する
(発注先？ﾒｰｶｰ
?)

ｵﾝﾗｲﾝｵﾝﾗｲﾝ

発注書発注書

入力入力

ﾒｰｶｰ：Ａ

ITF/ＧＴＩＮ 入数 数量．．

010４９０２ 20 10

ﾒｰｶｰ：Ｂ

0４９０３ 20 5

1４９０１ 5 2

メーカーメーカー

出荷
｜｜｜｜｜｜

用途別
商品Ｍ

商品ｺｰﾄﾞ JAN ｹｰｽITF ．．

00003333 ４９０２ 010４９０２

00004001 ４９０１ 060４９０１

：

ＪＡＮ、ＩＴＦとも今までと同
様レベルの登録がされる。

ＧＴＩＮ
マスター

商品ｺｰﾄﾞ 入数(入区) ＧＴＩＮ

00004001 20 ( 1) 0４９０３

00004001 5  ( 2) 1４９０１

00004001 1  ( 3) 0４９０１
ＪＡＮ不一致でも登録可能。

メーカーよりＧＴＩＮコード(14桁)
の案内があったものを登録。

発注時の荷姿に対するGTIN
で発注する。

GTINに切り替わって
いないﾒｰｶｰはこれ
までと同様にｹｰｽ
ITFで発注する。

JAN/ITF
管理F

検品ﾃﾞｰﾀ

検品
ＧＴＩＮに切り替わらない商品につ
いては今まで通りの運用が必要。

検品ｻｰﾊﾞｰ入荷業務→
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出荷在庫入荷

ﾏﾃﾊﾝﾎｽﾄ

新旧混在時の対応新旧混在時の対応
マテハンシステムの変更について（現状）マテハンシステムの変更について（現状）

商品リニュアルにおいて外箱ＩＴＦコードが変更になった場合、一時的に同一ロケーションに新
旧ＩＴＦコードの商品が混在する。（在庫管理は一括）

この場合、旧ＩＴＦコードの商品は、マテハンの出荷検品において検品エラー場合あり。

この為、現場の作業負荷が増大し、誤出荷等のトラブルが発生するリスクが潜んでいる。

ﾎｽﾄ
商品ﾏｽﾀｰ

ﾎｽﾄ
商品ﾏｽﾀｰ

ﾏﾃﾊﾝ
検品ﾃﾞｰﾀ

ﾏﾃﾊﾝ
検品ﾃﾞｰﾀ

入出荷
ﾃﾞｰﾀ

入出荷
ﾃﾞｰﾀ

ﾒｰｶｰから入荷ﾒｰｶｰから入荷 得意先へ出荷得意先へ出荷

ﾘﾆｭｱﾙすると
新しいＩＴＦに

変更

新しい
ＩＴＦ

新しい
ＩＴＦ

× ×

課題（現状課題）：商品リニュアル時にマテハン検品が出来ないことがある。

ＧＴＩＮ移行時（＝ＩＴＦ14桁化）に頻発する

新

旧 旧

出荷在庫入荷

ﾏﾃﾊﾝﾎｽﾄ

新旧混在時の対応新旧混在時の対応
マテハンシステムの変更について（今後）マテハンシステムの変更について（今後）

ﾎｽﾄ
商品ﾏｽﾀｰ

ﾎｽﾄ
商品ﾏｽﾀｰ

ﾏﾃﾊﾝ
検品ﾃﾞｰﾀ

ﾏﾃﾊﾝ
検品ﾃﾞｰﾀ

入出荷
ﾃﾞｰﾀ

入出荷
ﾃﾞｰﾀ

ﾒｰｶｰから入荷ﾒｰｶｰから入荷 得意先へ出荷得意先へ出荷

新旧のＧＴＩＮ
が登録可能
（ｼｽﾃﾑ変更）

新旧
GTIN

新旧
GTIN

○
○

解決策：マテハンシステムで新旧両方のGTIN（=ITF）を検品できるように変更する。

新

旧
旧

新

変更箇所
・ホスト ： マスター、マテハンインターフェースプログラム
・マテハン ： 各センターの入出荷検品システム

．．．数量情報旧GTIN新GTINロケーション情報

ﾏﾃﾊﾝﾃﾞｰﾀ拡張
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製販配製販配への投げ掛けへの投げ掛け

＜卸売業様への投げ掛け＞

１．ＧＴＩＮ（不一致型）対応、ＥＤＩ対応準備は進んでいますか？

（ファイネット標準化推進部会参加卸 ９社以外）

２．意味づけ変更による変化への対応

呼び方の違い、ピック数の変化、ケース単価の変化、ケース換算数の変化

庫内分析資料の変化 などが発生を想定していますか？

＜メーカー様への投げ掛け＞

１．ＧＴＩＮ付番は進んでいますか？（２０１０年に終了）

（ファイネット標準化推進部会参加メーカー２５社以外）

⇒ＧＴＩＮへの切替スケジュールの明確化

２．意味づけ変更の社内統一は進んでいますか？

３．ケース条件の考え方（数値）の変更がありますか？

＜小売業様へお願い＞

１．ＧＴＩＮを今後どのように活用していくのかを早めに提示願います。

２．バンド掛け、半裁品は切った状態の出荷（納品）になる事への

ご理解願います。

３．店舗でＪＡＮ検品している小売業様へ

⇒外箱に単品JANがつかなくなることへの対応準備に着手願います。

（JANラベル貼付依頼をしないように・・ ）

製販配製販配への投げ掛けへの投げ掛け

＜卸売業様への投げ掛け＞

１．ＧＴＩＮ（不一致型）対応、ＥＤＩ対応準備は進んでいますか？

（ファイネット標準化推進部会参加卸 ９社以外）

２．意味づけ変更による変化への対応

呼び方の違い、ピック数の変化、ケース単価の変化、ケース換算数の変化

庫内分析資料の変化 などが発生を想定していますか？

＜メーカー様への投げ掛け＞

１．ＧＴＩＮ付番は進んでいますか？（２０１０年に終了）

（ファイネット標準化推進部会参加メーカー２５社以外）

⇒ＧＴＩＮへの切替スケジュールの明確化

２．意味づけ変更の社内統一は進んでいますか？

３．ケース条件の考え方（数値）の変更がありますか？

＜小売業様へお願い＞

１．ＧＴＩＮを今後どのように活用していくのかを早めに提示願います。

２．バンド掛け、半裁品は切った状態の出荷（納品）になる事への

ご理解願います。

３．店舗でＪＡＮ検品している小売業様へ

⇒外箱に単品JANがつかなくなることへの対応準備に着手願います。

（JANラベル貼付依頼をしないように・・ ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 小売業の対応策について 

イオン（株）情報システム部 ＳＣＭタスクリーダー 

 畔蒜 多恵子氏 

 

 

 

対小売業への質問の回答①

Ｑ①． 貴社として発注コードを

(1) ＧＴＩＮコードにする予定があるのか(次世代ＸＭＬ等)

(2) それとも従来通りの発注コードになるのか

(3) 予定があれば何時頃からか

(4) 他の小売業の動向はどうか(わかる範囲で結構です)

Ａ．弊社及び小売業界共通

(1)(2) 次世代ＥＤＩでは、ＧＴＩＮと従来通りの発注コードの両方を

必須としてセットし、新旧並行稼動時期に対応します。

購入単位のＧＴＩＮを使用します。

(3) ２００７年２月～３月稼動の次世代EDI共同実証への参加企
業（現在弊社含む小売４社、卸7社）より開始します。

４月以降は、次世代EDIは準備の出来た企業より順次稼動

します。

 

対小売業への質問の回答①

(4)＜他の小売の意見＞

A社：現状のEDIではJANで出しています、次世代ではGTINで

出すようになると思います。

B社：ケースGTINをセットするためには、別途システム開発が必

要です。

C社：GTIN対応は進めています。

D社：GTIN対応はまだこれから、しなければ。
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対小売業への質問の回答②

Ｑ．② 次世代が出来ない卸、メーカーとＥＤＩをする場合、フォー
マットを変更してＥＤＩ項目するか、区分変更か(貴社はメー
カー直がある為)

Ａ．(1) メーカー直について。ファイネットのＥＤＩの商品コードは、
当初からＩＴＦコード（＝GTIN)を使用していますので現行通り。

プラネットとはＪＡＮコードを使用。

入荷予定データを元に検品します。検品はＩＴＦとＪＡＮのどち

らでも可能。プラネットの運用確認が必要です。

(2) 卸については、ASNのITF情報を頂く方向で検討したいと

考えています。

※以降はシステム部門の調査回答であり、弊社の場合、物流部門（SCM)との検討
により、決定となりますことをご了承下さい。物流部門ではGTIN対応はまだこれから、

の状況です。

 

対小売業への質問の回答②

＜他の小売の意見＞

次世代が出来ない卸について。

A社：現状のEDIと次世代が、ある期間併行運用になるはずなの
で現状通り。既存の取引先は順次移行してもらう。A社が次

世代を開始後の新規取引先は次世代で対応が取引の前提
となります。

B社：現行システムも併行して稼動させます。

 

対小売業への質問の回答③

Ｑ③． バンド掛け、半裁品は切った状態で出荷となる(数量が
多くなる)が対応は可能か

Ａ． 弊社は切ってほしいので、ＯＫですが、物流部門と確認事
項です。

＜他の小売の意見＞

A社：元々バンドを切った状態での納品が原則（半裁品も同様）

B社：出荷の単位がB社の発注単位と一致していれば、問題あ

りません。

 

Ｑ④． 外箱に単品ＪＡＮが着かなくなるが、良いか(ＪＡＮラベル添
付を依頼しないよう)

対小売業への質問の回答④

Ａ． 経由センターの検品は、外箱のＩＴＦコードを読んでＪＡＮとして
検品ですので、箱を開けなければ、という状況です。

・新旧ともASNでＩＴＦ情報を頂く方向で、対応していきたい。

・販売商品はレジで読めるよう、現行通り ITFとJANを併記し
てほしい。現在、併記しているケースJAN、ボールJANはどう

なるのですか？

＜他の小売の意見＞

A社：不一致型のITFがマスタ登録できるように修正対応し、不一
致型のITFコードを登録し、読むようにします。

B社：外箱の単品JANを利用するしくみはないので問題ありません。

 

対小売業への質問の回答⑤

Ｑ⑤． メーカー、卸の推進が早く進むとケース概念(呼び方)が小

売と違ってくる

小売側半裁品をケース、卸・メーカー側 切った状況をケース

Ａ． 発注単位と納品単位の認識があっていれば、よいはずでは。

＜他の小売の意見＞

A社：質問の意図がよくわかりません。双方の入数の決めだけの

ことのように思いますが。

A社B社とも、弊社と同意見です。

 

対小売業への質問の回答⑥

Ｑ➅． 不一致型等旧商品は返品されないのか

Ａ． 受けるしかないと思いますが、物流部門の検討事項にな
ります。

＜他の小売の意見＞

A社：質問の意図が良く分りません。センター在庫のこととして、
該当商品のJANが変わった場合は対応が必要になると思
いますが、まだ未検討です。

B社：返品することはないと思います。

 

対小売業への質問の回答⑦

Ｑ⑦． 卸との打ち合わせは（広報活動）はどのようにお考えか

･卸･メーカー側からのアプローチ化

･小売から指示があるのか

Ａ． メーカー・卸側の意見統一をお願いしたい。

併行稼動をどうしていくのか。（ASN、JAN、次世代EDI対応）

・現状メーカー各社から個別に、物流部門へ問い合わせがき

ます。弊社から見れば複数社への対応になるのだから、意見
統一をお願いしたい。

・流開では普及活動を行っているが、実際の運用の説明では
ありません。物流部門はGTINに対する理解がまだできていな

いので、社内説明会から始めようか、といった状況です。

 

対小売業への質問の回答⑦

＜他の小売の意見＞

A社：GTINに関しては、現行システムの変更はありませんので、

説明会等は実施しません。現状は不一致型の導入商品等に
ついて、主にメーカーから情報収集している段階です。

B社：まだ何もしていませんので、コメントできません。
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 ③ メーカーの対応策について 

 味の素（株）食品カンパニー物流企画部 ＥＣＲグループ長 

佐藤 泰三氏 

 

 

 

 

● 前提 

（１）３原則の遵守  メーカーは最大限努力する。 

①ＩＴＦ１６桁から１４桁への変更 ０８／３月末までに完了 

②不一致型ＧＴＩＮ・ＩＴＦも発番可能 ０７／３月出荷品以降 

③アロケーションルールに準拠 ０７／３月出荷品以降 

(２）現行ＥＤＩ（日食協ﾌｫｰﾏｯﾄ使用部分）でのＧＴＩＮ利用は、０８／４月移

行完了目標で３４社（標準化推進部会）は努力。 

ＧＴＩＮについて卸様からの質問事項 

① 酒類･加工食品業界標準化推移会議会メーカー２５社として以下のガイドライン作成

はされるのか。出るとすれば何時頃か、強制力はあるのか(経済産業省、流通開発セ

ンター等のお墨付き) 

・ アロケーションルールガイドライン 

・ 意味付け変更ガイドライン 

・ 企業間データー交換ガイドライン(フォーマット) 

・ 商品変更案連絡ガイドライン（ケース条件の変更の考え方） 

   90入りが30入り変わったときのケース条件変更前もつてマスターか 

ができない。(少し細かすぎるかも) 

    ＜回答＞ 

     標準化推進会議（３４社）として作成し、日食協様にも提言し、企業間データ交換

ガイドラインについては、日食協様にもご了解頂いております（０６／５月）。 

     ケース条件変更等についてはﾒｰｶｰ・卸間で個別に確認してください。 

② 上記、推進会議として参加２５社以外のメーカへの広報活動はされるのか 

されるのであればどのようにするのか（スケジュール等） 

＜回答＞ 

 そもそも、ＧＴＩＮ広報の主体者は流通システム開発センターですが、推進会議の事

務局＝ファイネットとしてはこれからも、できることは積極的に実施するとのスタ

ンスです。（我々も当事者として普及することが大切）。 

③ 卸売業、小売業への広報も考えているのか 
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考えていればどのようにするのか(スケジュール等) 

＜回答＞ 

上記②と同様です。 

④ ＥＤＩ切り替え対応スケジュールは卸と個々のメーカーとなるのか 

   データ種は何からか 

  ＜回答＞ 

   推進部会としては、「受発注」「出荷案内」「販売実績」「販促金」の順で取組 

   ことを基本とし、個々の取組で決定するものとしています。 

⑤ 新旧並行期間の対応は（一致・不一致、１４桁・１６桁） 

   旧商品は返品を受け入れるのか 

  ＜回答＞ 

   推進部会では合議していません。メーカーは当然、改訂の案内をしっかり行う 

   ことを前提に、ＧＴＩＮ由来の返品は考えていないと思います。 

⑥ 荷姿に関する方針(今後半裁品を減らしていくのか、増やしていくのか) 

＜回答＞ 

 推進部会では合議していません。ＧＴＩＮ由来での影響は克服できるものと 

 判断しているので、ご質問のような検討は、現在、標準化のテーマとしては 

 なっていません。 

 ☆最後に、ＧＴＩＮは消費財製配販の共通インフラ構築の出発点であり、エンジンです。皆で

当事者意識を持って準備、対応し、協調して、定着化して参りましょう。   以 上 

情報システム研修会 会場 

 
 

 ３．｢次世代標準ＥＤＩメッセージの検討と協同実証」について 

    ユニー（株）業務本部 情報システム部 

 部長 角田 吉隆氏  
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電子的協働の為の７つのｽﾃｯﾌﾟ電子的協働の為の７つのｽﾃｯﾌﾟ〔〔GCIGCI協議会より］協議会より］

便

益

6.6.協働販売・協働販売・販売計画立案販売計画立案

5.5. 協働ＳＣＭ協働ＳＣＭ（（CPFR)CPFR)

7.7.協働商品企画＆開発協働商品企画＆開発

１．共通１．共通のﾃﾞｰﾀのﾃﾞｰﾀ基盤基盤
（（GTIN, GLNGTIN, GLNの整備）の整備）

4.4.ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝの協働の協働管理管理

3.3. マスタ情報マスタ情報のの同期化同期化

2.2. 商品マスタ登録の一元化商品マスタ登録の一元化

GTIN，GLN

ＧＤＳ
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ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ20072007活動の目標活動の目標 ［山崎議定書より］［山崎議定書より］

欧米での商品コード体系の統一が“ｻﾝﾗｲｽﾞ2005‘と呼ばれたように、
日本で2007年に予定されているGTIN導入に合わせて、流通情報の標準化

を目指そうというもの

ＧＴＩＮ／ＧＬＮの運用が開始され、GDSで商品マスタの同期化も併せて
開始されている

インフラ

ＥｂＸＭＬ－ＭＳおよびＡＳ２でインタｰネットＥＤＩが始められており、かつ

両プロトコルが相互に利用可能な技術が確立している

通信手順

ＢＭＳ（Ｓｉｍｐｌｉ-ｅｂ）とＪＥＤＩＣＯＳ－ＸＭＬをベースに国内で利用可能な

「統一フォーマット」が存在している

フォーマット

伝票レスが開始されている。電話・ＦＡＸ発注がなくなっている。
標準がなく非効率なＷｅｂ-EDIがなくなっている

業務の効率化

GDS実験
(商品ﾏｽﾀ同期化）

次世代EDI検討WG
(JCA協+SM協）

SCMSCM企画委員会企画委員会

携連

2007年

実装開始
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小売業小売業の目指す姿の目指す姿

– ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｺｽﾄの削減を、お客様への付加価値へ転換

– 企業間で競争すべきポイントを変える

• 実現するのは、サービスレベルの向上、これまでに
ない新たな価値の提供

お客様（消費者）へ新たな価値を提供していく

販管費

（ＳＣＭコスト）

の削減

次世代ＥＤＩの
導入

現在の商品・サービス

環境への配慮

個人情報の保護

店頭及びｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの充実

新たな商品企画・開発
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標準化標準化の意義（コストの下げ方）の意義（コストの下げ方）

流通３層が協働で、企業間取引にかかるコストを削減する

＜ 参考 ： 流通３層連携による

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｺｽﾄの低減 ＞
業界共通の仕組み（ｲﾝﾌﾗ）を運用する

①規格・仕様を統一することで
導入コストを低くする

②ソフトウェアが安くなる。
③取引先にとってはシンプルに。

それぞれの企業にメリットが出る。
加えて間接的な効果も大きい。

①ペーパーレス（伝票レス）
②生鮮のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの実現等
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業務･業務･７ﾒｯｾｰｼﾞ７ﾒｯｾｰｼﾞを標準化を標準化

卸・メーカー 小 売

商品ﾏｽﾀ登録

発 注

検 品

支 払

商品ﾏｽﾀ登録

センタ在庫補充

値札作成

受 注

出 荷

消 込

売 掛

商品ﾏｽﾀ

出荷(伝票)ﾃﾞｰﾀ

出荷(梱包)ﾃﾞｰﾀ

発注修正ﾃﾞｰﾀ

集計表発注ﾃﾞｰﾀ

発注ﾃﾞｰﾀ

受領(伝票)ﾃﾞｰﾀ

返品受領ﾃﾞｰﾀ

返品ﾃﾞｰﾀ

支払案内ﾃﾞｰﾀ

請求ﾃﾞｰﾀ

（ＧＤＳ）

値札作成ﾃﾞｰﾀ

在庫補充

返 品

買掛

消込請 求

返品受領

小売へ

小売から

卸･ﾒｰｶｰから

卸･ﾒｰｶｰへ
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ﾒｯｾｰｼﾞ案ﾒｯｾｰｼﾞ案

データ内容データ内容
（活用方法）（活用方法）

をを
検討中検討中メーカー様・卸様との合同検討会

標準化標準化作業の作業の具体例具体例

項目数項目数

171171項目項目

各社のEDIﾒｯｾｰｼﾞを集め、名称統一や必須項目を洗い出し

10社の項目数 2100項目

同じ項目を統合し、種別に分類

ﾃﾞｰﾀ整合性・登場人物・商品関連・
日付・番号・金額・数量・区分に分類

区分の意味・名称も一本化

共通コードリストの作成
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業界業界を超える標準化の推進を超える標準化の推進

– 多くの小売が実用化を前提に取組んでいる

– 立場・環境・条件等が様々なﾌﾟﾚｰﾔｰがﾒﾘｯﾄを享受する

⇒業界業界全体、そして業界を超える標準化全体、そして業界を超える標準化と、普及・導入促進の仕掛作り

様々なプレーヤーが利用し、効果が得られる仕組みを

対象とする
プレーヤの拡大

対象とする
プレーヤの拡大

GMS

食品スー

パー

大手・中堅

の

卸、メー

カー

中小規模の

食品スー

パー

小規模の

メーカー、

商店

対象とする商品の拡大対象とする商品の拡大

日用品・加

工食品

他分野への適用調整

（業務プロセスの共通化等）

導入支援ツール等、

共同利用型／ASP型の

サービスの提供

アパレル その他

カテゴリー生鮮
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次世代次世代EDIEDIが与えるﾋﾞｼﾞﾈｽへの期待が与えるﾋﾞｼﾞﾈｽへの期待

【【次世代ＥＤＩに向けた環境整備次世代ＥＤＩに向けた環境整備】】

（１）国際的なＸＭＬ標準化（１）国際的なＸＭＬ標準化

（２）国内における流通ＳＣＭの基盤整備（２）国内における流通ＳＣＭの基盤整備

（３）（３）消費財業界での商取引標準化（消費財業界での商取引標準化（GCIGCI））

【【想定される業界への影響想定される業界への影響】】

（１）商取引形態の変化（１）商取引形態の変化

（２）企業間コラボレーションの増加（２）企業間コラボレーションの増加

（３）（３）国際間取引の増加国際間取引の増加

【【情報システムに及ぼす影響情報システムに及ぼす影響】】

（１）受発注ＥＤＩ通信手順の変更（１）受発注ＥＤＩ通信手順の変更

（２）商取引プロセスの企業間共有（２）商取引プロセスの企業間共有

（３）（３）基幹業務システムの再構築基幹業務システムの再構築

【【ビジネス発展に向けたビジネス発展に向けたITIT施策施策】】

（１）（１）XMLXMLによる受発注による受発注EDIEDIの導入の導入

（２）業界・国際標準への対応（２）業界・国際標準への対応

（３）（３）企業間業務ﾌﾟﾛｾｽ共有ｼｽﾃﾑ構築企業間業務ﾌﾟﾛｾｽ共有ｼｽﾃﾑ構築

（４）基幹業務ｼｽﾃﾑの見直し（４）基幹業務ｼｽﾃﾑの見直し

（５）コア業務ｼｽﾃﾑの強化（５）コア業務ｼｽﾃﾑの強化

業界全体での流通プロセス最適化
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「改正省エネ法」対応に関するアンケート調査結果について 

 

 

 

                      －環境問題対応Ｗ・Ｇ－ 

 １０月に実施いたしました「改正省エネ法」に関するアンケートにつきましては会員の皆様

方大変お忙しいところ協力をいただき誠にありがとうございました。お蔭様で大変貴重な情報

を得ることができました。その結果がまとまりましたので以下にご報告します。 

 現在ワーキンググループでは昨年作成した「改正省エネ法」への対応ガイドラインを補足

し、業界としてできる限り標準的、統一的な数値把握とＣＯ２の排出削減計画が作成できるよ

う運用ルールを策定すべく準備を進めておりますので、しばらくお待ち下さい。 

 

 

 

「改正省エネ法」対応に関するアンケート調査 

 

（１）行政に対し報告義務が生じるかどうか、所有権を有する貨物輸送の範囲を明確にし、 

輸送の委託状況を整理していますか。 

                            （ はい・いいえ ） 

（２）自らの企業の総トンキロ数を概要を把握されていますか。 

                               （ はい・いいえ ） 

（３）その総トンキロ数は３０００万トンキロ以上（特定荷主）になりますか。 

                               （ はい・いいえ ） 

（４）前問（３）で「特定荷主」に該当するとお答えされた企業にお尋ねします。 

エネルギー使用量算定の方法は、以下のどの方法を採用されていますか。（併用可） 

                （ 燃料法 ・ 燃費法 ・改良トンキロ法 ） 

（５）今後、日食協が会員企業のうち特定荷主に該当された企業で「行動自主計画」を作 

成する場合、環境数値把握のための社内体制はできていますか。 

                        （ はい・いいえ・検討中 ） 

（６）個々企業の環境算定数値にあたって業界の標準化，統一化を目指して、現在環境 

関連の共通ソフト使用の推奨を考えていますが、関心がありますか。 

                      （ はい・ 内容による・いいえ） 
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「改正省エネ法」対応に関するアンケート調査（回答集計）
（社）日本加工食品卸協会

（１）行政に対し報告義務が生じるかどうか、所有権を

　　　有する貨物輸送の範囲を明確にし、輸送の委託

　　　状況を整理していますか。

34

12

はい

いいえ

（２）自社企業の総トンキロ数の概要を把握されていますか。

30

16

はい

いいえ

（３）その総トンキロ数は3000万トンキロ以上（特定荷主）

　　　になりますか。

117

2

26

はい

いいえ

未記入

調査中

（４）前問（３）で｢特定荷主｣に該当するとお答えされた企業に

      お尋ねします。エネルギー使用量算定の方法は、以下の

      どの方法を採用されていますか。（併用可）

8

5

10

燃料法

燃費法

改良トンキロ法

（５）今後、会員企業のうち、特定荷主に該当され｢自主行動

　　 計画｣を作成する場合、環境数値把握のための社内体

　　 制はできていますか。

7

18

17

4

はい

いいえ

検討中

未記入

（６）個々企業の環境数値の算定にあたって、業界の標準

　　　化・統一化を目指して、現在環境関連の共通ソフト

　　　使用の推奨を考えていますが、関心がありますか。

8

28

8
2

はい

いいえ

内容による

未記入
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政策委員会 兼 食品取引改善協議会を開催 

大谷流 ココロの元気とコーチング 
 

 

 

 

 

 

 

                          －１１月１５日－ 

 本年第６回目の政策委員会を精養軒日本橋店で開催した。当日は１１月８日に開催された正･

副会長会議と理事会の報告と午後から開催される第３回賛助会員幹事店会についての議事内

容、今後の食品取引改善協議会の進め方等について意見交換した。 

 

 

 

 

－北陸支部－ 

平成１８年１１月１６日（木）北陸支部主

催の経営実務研修会がホテル日航金沢

にて開催された。当日は１２時に集合

して、昼食を交えて懇談会を行い、１

３時より賛助会員も合流しての研修会

を行った。冒頭、桑島敏彰氏（カナカ

ン（株））がご挨拶し、賛助会員に対し

平素のご支援に対する謝辞と本日の講

演者のご紹介をユーモアを交えて述べ

られた。この後、奥山専務理事が約４５

分間「日食協の事業活動報告」を行っ

た。続いて講師に（有）志縁塾代表取締

役 生涯学習財団認定コーチ 元「吉

本興業（株）」プロデユ―サー 大谷 

由里子先生をお招きして「大谷流 コ

コロの元気とコーチング」と題して、

①コーチ ②テーチ ③エジュケート

との違いや、人を盛り上げることの重

要性、相手を認めて引き出して応援す

る事等、感じて、興味を持って、動く

人づくりに関するお話を大谷先生流の

非常に情熱的な講演を拝聴した。 

業 務 日 誌 

開会の挨拶する桑島支部長 

講演する大谷由理子先生 
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国産みかん缶詰の消費と販路の拡大を目標に 
 

 

 

－商品開発研究会－ 

１０月１９日（木）１５時３０分より、日本蜜柑缶

詰工業会の幹部６名をお招きして、日食協の

会議室において缶詰オーナー会委員との情報

交換を行った。商品開発研究会 座長 清水

昌樹氏（国分（株））の司会進行で始まり、最

初に日本蜜柑缶詰工業組合 理事長 上野幸

雄氏（日興食品（株）からご挨拶と動向につい

て、次のようにお話をいただいた。「国内の

みかん缶詰マーケットを取り巻く環境は、川

上はインフレ、川下はデフレの状況が相変わ

らず続いている中、我々にとって食の安

心･安全･ポジティブリスト制度の施行など

によりフオローの風がふいているものの、原資材等の高騰によって、苦戦をしいられている。

幸い国産品販売のうち、昨年同様に二次加工用（１８Ｌ缶）特にさのうが、大手飲料メーカーか

らの強い引き合い等を含め、大きく需要を伸ばしている。我々としても付加価値が取れる商品

として大事に販売してまいりたいと心がけているところである。新年度は、裏年であり、生産

者団体の９月１日時点のみかん生産予想量は９７５トン（前年動機１,１０４トン、前年対比８

８％）の大幅な減産となっている。原料環境は厳しいものになると考えられるが、昨年並のみ

かん缶詰の生産数量の維持を目指し、また各自の経営存続を図ることは勿論のこと、再生産可

能な操業の確保に向けて頑張っていきたい。国産みかん缶詰の消費・販路拡大を目指し、情報

交換を密にして生・販共々協力していくことをお願い申し上げる。」ついで、同事務局長 川

手浩司氏より、詳細なデータ資料に基づいて製造、原料、在庫状況、輸入動向等について説明

がなされた。（資料参照） 

その後、会員商社から中国産の状況についての情報提供がなされた。①中国は表年にあた

り、作柄も良好で原料の増産が見込まれる。②缶詰に適した品質であるが、粒は小さめであ

る。③人件費、燃料費は高騰しているが、為替の問題からプラス、マイナス要因が相殺され価

格水準は横這いの推移を予測している。④製造は増産が見込まれるが、製造日数で調整し統制

をかけている。⑤大型の工場が増加する情報があるが供給量が増えないよう調整がなされるも

よう。⑥中国国内での需要が増えている。 

これらを受けて、各ブランドオーナー側からは国内のみかん缶詰の販売状況について意見を

述べるなど、みかん缶詰に関する多面的情報交換がなされた。 

 

 

 

挨拶される日本蜜柑缶詰工業組合 理事長 

上野幸雄氏 
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１．平成１７年度みかん缶詰（全顆粒）ホール品製造状況 
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２．みかん缶詰輸入動向 
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３．みかん缶詰の国内供給量の推移 
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４．みかん缶詰の在庫量（H.18年7月末調査） 
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「加工食品品質表示基準の改正について」の研修会開

催 

に 
 

 

 

－商品開発研究会－ 

商品開発研究会の研修会企画とし

て、「加工食品品質表示基準の改正に

ついて」を（社）日本缶詰協会 技術部 

部長 土橋芳和氏に講師をお願して１０

月３０日（月）日食協会議室に於いて開

催した。今回の改正は販売者側の責任

意識の強化などが盛り込まれており、

参加者の関心も高く、講演後多数質問

もあり意義のある研修会となった。以

下に当日の資料を掲載する。   

 

 

加工食品品質表示基準の改正について 

（社）日本缶詰協会 

講師 技術部 土橋芳和氏 

 

１．はじめに 

品質表示基準は昭和４５年５月２３日のＪＡＳ法改正によって制定された。この目的は「農林物

資の品質に関する適正な表示を行わせることによって一般消費者の選択に資し、」とある。こ

れは客観的でかつ統一された内容及び表示方法を決めておけば、販売者が異なっても同一品目

では同じ情報を消費者に提供することによって、消費者はその客観情報をもとに商品を選択す

ることができる、という趣旨である。 

制定当初はＪＡＳ規格が定められている品目について規格の中の“表示の方法”の条項を抜き

出す形で品質表示基準を制定しており、ＪＡＳ規格が制定されていない品目には品質表示基準も

制定されなかった。その結果規格のない品目については相変わらず自由な表示が行われてい

た。そこで農林水産省は平成１２年に「加工食品品質表示基準」を新たに制定し、これにより

すべての飲食料品（酒類、医薬品、医薬部外品を除く）に品質表示基準の遵守が義務づけられ

た。 

 

２．改正の背景 

平成１２年の加工食品品質表示基準の制定によりすべての加工食品に“名称（品名）”、

“原材料名”、“内容量”、“賞味期限”、“保存方法”、“製造者（販売者）”が一括表示

として記載されるようになった。これは消費者が必要とする客観的情報を一個所にまとめるこ

とによりわかりやすくなったが、画一的な基準が多様化する商品に適用しきれない、名称など

商品の中に同一の情報が重複して表示される、一括表示様式を採用しているため事前印刷され

研修会会場 
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た容器包装資材の弾力的な運用ができない、等の問題点が生じてきた。 

このような状況の中、農林水産省と厚生労働省とが共同で設置している「食品の表示に関す

る共同会議」で平成１５年１１月から８回にわたり加工食品の表示方法をより分かりやすくする

ための検討が行われ、平成１６年１２月１４日に「分かりやすい表示方法について報告書」が公表

された。 

これを受けて農林水産省は加工食品品質表示基準の改正を検討し、パブリックコメントの募

集、農林物資規格調査会の審議を経て、平成１８年８月１日付で改正を行った。改正はおおむ

ね共同会議で提案された内容にそったが、一部の提案については品質表示基準の改正ではな

く、運用の強化という手法をとった。 

 

３．主な改正点 

１）一括表示様式の弾力化 

従来の一括表示様式は表示する順番等が定められていたが、今回の改正により同等程度

に分かりやすくまとめて表示されていれば様式を変更しても構わないこととなった。この

表示が認められるのは 

  ① スーパー等で小分けする際に使用するプライスラベル等に表示する場合 

  ② 容器包装の形態などから決められた様式での表示が困難である場合 

に限られ、他の製品では従来の表示様式を基本とする。 

 

２）一括表示内への他の情報が表示可能に 

従来加工食品品質表示基準以外の項目で一括表示内へ表示できるものは個別の品質表示

基準で規定されていた項目のほかに、他法令で規定されているものと、公正競争規約が定

められているものに限られていたが、今回の改正では上記以外でも消費者にとって有益な

情報は一括表示内に表示することが可能となった。 

 【表示例】 

名称     

原材料名 

内容量 

賞味期限 

保存方法 

製造者 

フリーダイヤル ０１２０－×××－○○○ 

当社ＨＰ     ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．………    

有益な情報として現在認められているのは製造者等の電話番号、FAX番号、メールやホーム

ページのアドレス、商品問い合わせ先、開封後の取扱いなどで、商品説明や宣伝文句等は認め

られていない。 

３）名称及び内容量の一括表示部分の省略 

一部の商品では名称と内容量が商品の主要部分に表示されているものがある。この場合

一括表示欄には重複して表示することになり、表示そのものが意味をなさないことにな

る。今回の改正ではこのような場合は当該事項を一括表示欄から省略することができるよ
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うになった。また名称ではなく商品名を記載しているものでもその商品名が一般的名称で

あれば同様に省略できる。 

省略できるのは名称のみもしくは名称と内容量を併せて主要部分に記載されている場合

だけで、内容量だけが記載されていても省略することはできない。 

 

主要面への記載 
一括表示部分への記載省略の可否 

名称 内容量 

名称+内容量を主要面に記載 可 可 

名称のみを主要面に記載 可 不可 

内容量のみを主要面に記載（商品名が

一般的名称でない場合も同じ） 
不可 不可 

 

【表示例】 

   （主要部分）            （一括表示） 

 

まぐろ油漬（フレーク） 

 

    内容量 １００ｇ 

 原材料名 きはだまぐろ、…… 

賞味期限 缶蓋に記載 

製 造 者 日本缶詰協会 

     千代田区有楽町１－７－１ 

  ＊「内容量」の文字は省略可 

 

 ここで注意が必要なのは個別品目の品質表示基準で各表示事項が「一括して表示すべき事

項」と規定されているものは仮に主要部分に表示されていても省略することはできない。缶び

ん詰、レトルト食品関係では下記の品質表示基準がこの適用を受ける。 

農産物缶びん詰 

畜産物缶びん詰 

調理食品缶びん詰 

 このほか個別品質表示基準で名称が決められている品目については主要部分にその名称が記

載されていなければ省略することはできない。 

×  

ハッシュドビーフ 

 

    内容量 １００ｇ 

 

 

原材料名 野菜（たまねぎ…）… 

賞味期限 欄外下部に記載 

製 造 者 日本缶詰協会 

      千代田区有楽町１－７－１ 

   

○ ハヤシ 

  または 

ハッシュドビーフ（ハヤシ） 

    内容量 １００ｇ 

 原材料名 野菜（たまねぎ…）… 

賞味期限 欄外下部に記載 

製 造 者 日本缶詰協会 

      千代田区有楽町１－７－１ 
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４）一括表示事項の別場所への記載 

従来、原料原産地と賞味期限、保存方法のみに認められていた別記記載について、その

適用が拡大された。これらのうち名称と内容量については前述したとおりで、別記記載を

した場合は一括表示欄から用語も含めて削除することができるが、他の項目（原材料、原

料原産地、賞味期限、保存方法）は一括表示欄に当該事項の記載場所を明記する必要があ

る。 

名称    （項目ごと削除可能） 

原材料名  商品表面下部に記載 

原料原産地 この面の右下に表示 

内容量   枠外下部に記載 

（名称と同一面に分かりやすく表示してあれば項目ごと削除可能） 

賞味期限  枠外下部に記載 

保存方法  枠外下部に記載（別記記載の場合は賞味期限に近接すること） 

製造者   日本缶詰協会 千代田区有楽町１－７－１ 

内容量は、内容量のみを別記記載する場合は一括表示欄に記載場所を明記する必要があ

る。また、別記記載は一括表示欄への表示が困難な場合に限り、原則は一括表示欄への記

載となる。 

５）複合原材料の表示簡略化 

複合原材料とは、「２種類以上の原材料からなる原材料」のことで、醤油や調理用ソー

スなどが該当する。従来は複合原材料を表示する場合は、名称からその原材料が明らかな

場合と原材料に占める割合が５％未満の場合を除き、原材料欄に当該原材料の名称の次に

カッコを付して構成している原材料をすべて記載することになっていた。しかしながら表

示が煩雑化し間違いが起こりやすいなどの問題から、本改正で以下の両方に該当する場合

は「その他」とまとめて表示できるようになった。 

複合原材料に占める重量の高い順が３位以下 

複合原材料に占める重量の割合が５％未満 

《例》 

 バーベキューソース 

 「配合割合」 

    砂糖 ４５％、 みりん ２７％、 醤油 ２０％、 カツオエキス ３.５％、 

    レモン果汁 １.５％、 食塩 １％、 調味料（アミノ酸等）１％、 

    香辛料 ０.５％、 カラメル色素 ０.５％ 

 

「表示方法」 

  従来  バーベキューソース（砂糖、みりん、醤油、カツオエキス、レモン果汁、食塩、

香辛料） 

              ↓ 

  改正後 バーベキューソース（砂糖、みりん、醤油、その他） 

調味料（アミノ酸等）とカラメル色素は食品添加物なので、省略できない（添加物は後段にま

とめて記載） 
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この場合、その他に分類される原材料の中で任意の一部だけを表示することはできない。 

《例》× バーベキューソース（砂糖、みりん、醤油、レモン果汁、その他） 

   ○ バーベキューソース（砂糖、みりん、醤油、カツオエキス、 

レモン果汁、その他） 

 

 このほか、原材料表示に関しては従来まとめ書きのできなかった同種の原材料についても、

「野菜」、「食肉」などの文字のうしろにカッコを付してまとめて表示することができるよう

になった。 

 

 《例》 従来  原材料名 トマト、トマトペースト、たまねぎ、にんじん、 

豚肉、牛肉、にんにく、砂糖、セロリ、植物油脂、食塩、香辛料、調味料（アミノ酸等）… 

     改正後 原材料名 野菜（トマト、たまねぎ、にんじん、にんにく、セロリ）、ト

マトペースト、食肉（豚肉、牛肉）砂糖、植物油脂、食塩、香辛料、調味料（アミノ酸等）… 

 

６）表示内容に責任を持つものの明確化 

従来の表示基準では、一括表示内の製造者等の表示は、製造者の名称及び所在地を表示

することが原則で、製造者と販売者が合意のもとに厚生労働省に製造所固有記号を届け出

たものに限り販売者表示に代えることができた。また輸入品はすべて輸入者の名称及び所

在地を表示しなければならなかった。 

しかしながら、この方式では表示された企業が必ずしも商品に対して責任を有するわけ

ではなく、責任の所在が曖昧になりかねなかった。 

そこで今回の改正では、商品の表示内容に責任を持つものが一括表示内に企業名等を記

載するという原則になった。それ以外のもの（食品衛生法等での必要な表示事項）を表示

する場合は枠外での表示を原則とするが一括表示内に記載することが可能である。 

 

 《製造者（輸入者）が表示責任を持つ場合》 

 

製造者 日本缶詰協会 

（輸入者） 千代田区有楽町１－７－１ 

     販売者 缶詰協会販売株式会社 

             横浜市金沢区福浦 2-5-3 

   （この場合の販売者は任意表示であり、法的に何も拘束力を持たない） 

 

 《販売者が表示責任を持つ場合》 

  ① 製造者を固有記号で表示（従来の方法） 

 

販売者 缶詰協会販売株式会社 ＪＣＡ 

          横浜市金沢区福浦２－５－３ 

    （製造所固有記号の届出が必要。また、輸入品には適用できない） 
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  ② 製造者（輸入者）を枠外に併記する場合 

 

販売者 缶詰協会販売株式会社 

          横浜市金沢区福浦２－５－３ 

      製造者 日本缶詰協会 

     （輸入者） 千代田区有楽町１－７－１ 

    （製造者もしくは輸入者の表示は食品衛生法での表示義務になる） 

 

  ③ 製造者（輸入者）を枠内に併記する場合 

 

販売者 缶詰協会販売株式会社 

         横浜市金沢区福浦２－５－３ 

 

製造者 日本缶詰協会 

(輸入者） 千代田区有楽町１－７－１ 

  （この場合はどちらが表示責任者となるか、あらかじめ合意しておく必要がある） 

 

 

７）特色のある原材料等の表示の適用範囲拡大 

特色のある原材料等の表示とは「原材料の特色について特別に強調された表示」であ

り、これらの表示を行う場合はその配合割合の表示を義務づけている。この規程について

は平成１２年の加工食品品質表示基準の制定時からあったが、今回の改正にともない公表さ

れたＱ＆Ａの中でその適用範囲が拡大されるとともに下記の通り明確化された。 

① 特定の原産地のもの 

  ・国産大豆絹豆腐、 ・トルコ産ヘーゼルナッツ使用、 ・十勝産小豆使用 

② 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品 

  ・有機小麦使用、 ・有機牛肉使用 

③ 非遺伝子組換えのもの 

④ 特定の製造地のもの 

  ・群馬県で精製されたこんにゃく粉入り、 ・北海道で製造されたバター使用 

⑤ 特別な栽培方法により生産された農産物 

  ・特別栽培ねぎ入り、 ・栽培期間中農薬不使用のにんじん使用 

⑥ 品種名等 

  ・とちおとめ使用、 ・コシヒカリ使用、 ・本マグロ入り、 ・黒毛和牛 

⑦ 銘柄名、ブランド名、商品名 

  ・宇治茶使用、 ・松阪牛使用、 ・越前がに入り 

  ・市販されている商品の商品名○○を「○○使用」 

 

これらのうち①～③は今まで特色のある原材料として適用を受けていたもので、④～⑦は今
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回の改正で「特色のある原材料」とされたものである。「分かりやすい表示方法について報告

書」ではこのほかに製造方法（二段仕込み、炭火焼き等）や原材料の種類（黒糖、海洋深層水

等）などについても特色のある原材料として適用するべきとの提案がなされていたが、製造方

法についてはその名前に明確な定義がなく区分することが困難であること、原材料の種類につ

いては一般的名称として定着しているものが含まれている、等の理由から除外することとされ

た。このほか「○○風味」などの表示についても製品の特徴を表しているだけの表現なので特

色のある原材料には該当しないこととした。 

表示する割合の算出方法は以下の2通りのどちらかを選択する。 

① 特色のある原材料の製品の原材料に占める割合 

② 特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合

わせたものに占める割合 

この場合②の算出方法をとった時にその割合が100％になるものは割合の表示を省略でき

る。また表示場所は強調した個所に近接するか、原材料欄の当該原材料の次にカッコを付して

記載する。 

 

《例》 ビーフカレー 

 配合量（水は原材料に含めない） 

  黒毛和牛 １０％、 牛肉 １０％、 その他（野菜、香辛料等） ８０％ 

  

 従来  「黒毛和牛使用」 

 

 改正後 

  ①の方法 

   「黒毛和牛１０％使用」 

  ②の方法 

 「黒毛和牛５０％使用（牛肉に占める割合）」 

   「本製品に使用されている牛肉のうち黒毛和牛は５０％です」 

   「原材料名 野菜（………）、牛肉（黒毛和牛５０％）、………」 

 

 表示する場合は基本的には②の考え方を原則とするが、下記のような場合は消費者に誤認を

与えないように①の考え方に基づき表示するべきである。 

 

《例》 マグロ水煮 

 配合量 

  メバチマグロ ２０％（銚子産４０％、メキシコ産６０％）、 キハダマグロ ７０％、 

 その他（野菜ブロス、香辛料等） １０％ 

    × 「銚子産メバチマグロ４０％入り」 

    ○ 「銚子産メバチマグロ ８％入り」 

 

 表示するときの単位としては前述の“％”のほかに“割”も認められている。この場合注意
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トヨタ生産方式とサッポロビールの工場研修 
 

すべきは「○割」は算出された％表示を四捨五入するのではなく、切り捨てして表示する。 

 《例》 使用量７９％ → 「７９％」または「７割」と表示（「８割」は不可） 

     使用量 ５％ → 「○割」表示は不可（「５％」と表示） 

 

 また使用割合が変動するような場合は、想定される最小値を記載し「○％以上（○割以

上）」と記載することも可能である。ただし「○％～△％」といった表示は認められない。 

 なお、他法令や行政機関の定めるガイドライン、公正競争規約等により記載が定められてい

るものについては表示内容が前述の①～⑦に該当するものであっても特色のある原材料には該

当しない。 

 

４．おわりに 

冒頭に述べたように今回の加工食品品質表示基準の改正は、食品の表示に関する共同会議の

提案を受け、農林水産省が現行の法令等との整合性を図りつつおこなったものである。したが

って一括表示様式の弾力運用や複合原材料の表示方法の簡素化など画一的な表示からの脱却

と、表示責任者の明確化や特色のある原材料の適用範囲拡大など表示に対する販売側の責任意

識の強化などが併せて盛り込まれた。特に特色のある原材料を用いてこれを強調表示する場合

は表示する割合を第3者が容易に検証できるよう原料や製造の記録を確実に保管しておく必要

があろう。また表示責任者の明確化がなされてはいるが、本来は製造・流通・販売とその商品

を取り扱うものが連帯して責任を持つべきである。 

最後になったが、本改正の経過期間は、特色のある原材料の表示を除き、２年と定められて

おり、平成２０年７月３１日まで旧表示が認められている。特色のある原材料は適用範囲の拡大

という措置であることから特に経過期間は求められていない。したがって速やかに新しい表示

に移行するための準備を進めるべきであろう。 

 

 

 

 

                －関東支部 商品研修会－ 

平成１８年１０月１８日（水）関東支部流通業務

委員会主催の第４４回商品研修会が開催され

た。秋晴れの天候にも恵まれ、総勢３６名が８

時半に東京駅丸ビル前に集合して、最初の目的

地である千葉県市川市二俣にあるＴＯＹＯＴＡ Ｌ

＆Ｆ カストマーズセンターに向かった。心配

された交通渋滞もなく予定より少し早めに現地

に到着した。センターでは今回研修プログラム

等で大変お世話になったトヨタＬ＆Ｆ東京株式

会社東部営業所 秋元所長はじめスタッフの皆センター長 梅原 茂氏のセミナー受講 
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様のお出迎えをいただいた。休憩室でコーヒーのおもてなしを頂いた後、カストマーズセンタ

ー長の梅原 茂氏から「トヨタ生産方式の基礎」と題するセミナーを１時間受講した。この内

容をレジメでご紹介します。 

 

１．トヨタ生産方式とは 

トヨタ式は「改善手法」ではなく「経営哲学」 

(1) 原価主義より原価低減 

利益＝(売価―原価)×販売量 利益を増加させるのは原価をいかに下げるか 

仕事のプロセスで原価は変わる 

原価は造り方、運び方で変わる 

(2) 徹底した無駄の排除 

無駄の発見、排除をどれだけできるか 

人の動きは２通り１）正味作業（付加価値を高める作業） 

        ２）付帯作業（正味作業をやるために現状の作業条件の下でや 

          らなければならない作業） 

          付帯作業の無駄をいかになくすか 

・作りすぎの無駄 ・手持ちの無駄 ･在庫の無駄 ・運搬の無駄 ・動作の無駄 

・作業そのものの無駄 ・不良。手直しの無駄  

(3) 能率向上 

能率の向上と労働強化は違う 無駄を排除して「動き」を「働き」に変える   

 

２．トヨタ生産方式の２本柱 

(1) ジャストインタイム（必要な時に丁度間に合う） 

リードタイムを短縮すると、資金の回収が早くなり、量や種類の変化についていける生

産＝加工時間＋停滞時間（リードタイムを長くする主要因は停滞時間） 

ジャストインタイムの３原則 １)工程の流れ化 ２)タクトタイム ３)後工程引取り 

(2) 自働化（にんべんの付いた）は品質を工程で作りこむことと省人化が可能になる 

① 標準作業とは 

人の動きを中心として、品質が安全かつ誰もが同じ手順でできる無駄のない効率的な作

業のやり方 

 

３．改善するにあたって 

・基本姿勢 

(1) 改善は現場のニーズに基づくもの ②理想の追求 ③現地現物主義 ④５回のなぜによ

る真因の追究 ⑤行動の中から思想が生まれる ⑥改善は巧遅より拙速を尊ぶ ⑦設備の

改善より（金）作業の改善（知恵） ⑧安全と品質を必ず確保する 

・４Ｓが（整理･整頓・清掃･清潔）基本 

仕事の基本であるとともに改善の基本 

 

その後、２班に分かれて物流センターをモデルに、ラックやフオークリフトや自動倉庫まで
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トヨタカスタマーズセンターの 

自動倉庫の展示を見学 

サッポロビール千葉工場にて 

参加者全員で記念撮影 

の展示内容を研修し、物流問題を解決する数多くのヒントを学ぶことができた。 

午後は隣の船橋市高瀬町にあるサッポロ

ビール千葉工場に移動して見学を行った。

最初にサッポロビール株式会社広域営業本

部 特約店営業部の太田副部長のお出迎え

をいただいた。昼食後、２班に分かれて工

場と隣接の物流倉庫の見学を行った。この

工場は青い海と豊かな緑に囲まれ、見て味

わえるビール工場で特に、環境に最大限配

慮して製造工程で生じた副産物や廃棄物は

１００％再資源化されている工場である。今

回は製造工程と同時にサッポロ流通システ

ムがオペレーションを行っている隣接の倉

庫を見学させていただいたが、この倉庫は

２９,０００棚を有する高層自動立体倉庫とトラックローラシステムが最大の特徴で工場同様ビー

ル産業の巨大装置産業たるところを存分に感じた研修となった。見学終了後、常務執行役員 

千葉工場長の佐原博久氏から工場の概要説明があり、更に目の前の海を眺めてガイドさんから

サッポロ生ビールの楽しみ方を教わりながら試飲をさせていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご挨拶されるサッポロビール千葉工場長 

佐原博久氏 


